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開会 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 起立、礼、おはようございます。

ただいまから平成２７年第１回南関町議会定例会を開会いたします。

これから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（酒見 喬君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１１番議員、１番議員

を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期決定について

○議長（酒見 喬君） 日程第２、会期決定についてを議題とします。

本定例会の会期については、本日から３月１８日までの８日間にしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は本日から３月１８日までの８日間とすることに決

定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 諸般の報告について

○議長（酒見 喬君） 日程第３、諸般の報告を行います。

報告の第１点は、熊本県町村議会議長会第６４回定期総会についてであります。

本総会は、去る２月１８日、ホテル熊本テルサで開催されました。総会では、少子

化対策の推進、農林水産業振興対策の強化、中小企業振興対策の強化、地域保健医

療の向上、医療保険制度の改善など１５項目を決議し、決議に基づく２２項目の要

望を決定し、総会宣言を採択いたしました。内容については、その写しをお手元に

配付し、要望内容の詳細資料を事務局に備え付けておりますので、これを省略しま

す。

報告の２点は、例月出納検査等報告についてです。本件については、南関町監査

委員に関する条例第１０条の規定によって、監査委員 大木敏晴君、打越潤一君よ

り、平成２６年度１１月分、１２月分、平成２７年１月分の出納検査結果について、

平成２６年度第２回定期監査の結果についての報告がなされております。内容につ
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いてはその写しをお手元に配付していますので、これを省略します。

報告の３点は、委員会報告についてです。文教厚生常任委員会委員長より、委員

会研修報告書が提出されていますので、報告を求めます。

文教厚生常任委員会委員長、鶴地仁君。

○文教厚生常任委員長（鶴地 仁君） おはようございます。文教厚生常任委員会で研

修を行いましたので報告をいたします。

委員会研修報告書。

南関町議会議長、酒見 喬様。文教厚生常任委員会委員長、鶴地 仁。

議員研修。高森町、山江村のＩＴＣを活用した学校教育の取り組みの概要を下記

のとおり報告いたします。

研修期間、平成２７年２月２５日から２６日。場所、阿蘇郡高森町、球磨郡山江

村。期日、２月２５日、高森町、２６日、山江村。出席者は議長以下６名です。そ

れから随行として、寺本議会事務局長が随行いただきました。

研修の目的と内容です。電子黒板やタブレット型パソコンなど情報通信技術、Ｉ

ＣＴを活用した授業が全国的に広まっている中、政府は２０２０年をめどに全国の

小中学校に一人１台の教育用タブレットを配り、ＩＣＴ教育を更に推進させる計画

である。本教育の重要性にかんがみ、実証研究に取り組むＩＣＴ教育の先進地であ

り、平成２６年度熊本県教育委員会指定、ＩＣＴを活用した「未来の学校」創造プ

ロジェクトの研究推進校に指定されている高森町と山江村のＩＣＴを活用した学校

教育の取り組みについて研修を行った。それぞれの町の取り組みは次のとおりです。

高森町。人口６,４８６人。面積１７４.９平方キロの同町には、中学校２校、こ

れは１６６人。小学校２校、二つで２９５人が存在し、佐藤教育長より高森町新教

育プランの重点策、ＩＣＴ環境の整備について説明を受けた。ＩＣＴを活用した教

育の充実を図るため、教育長を統括責任者、教育ＣＩＯとする体制のもと、電子黒

板は１２年度から全学級に配付、３２台です。デジタル教科書も全学校導入、タブ

レット、パソコンは町内すべての小中学校に導入（３６０台）され、一人１台での

使用が基本となっているなど、機器を生かした教育に取り組まれています。

実際の授業風景を視察したが、音楽の授業では、全生徒がタブレットパソコンを

活用し、ヘッドフォンをつけての授業は予想もしていない光景であった。英語の授

業では、電子黒板に次々と英単語が表示された瞬間に全生徒が発音、教師が指導す

る場面や、３、４人のグループ学習では、それぞれのグループで文章を読む者、そ

れを聞いてパソコンに文章を打つ者といった役割を交代しながらの展開を見ること

ができた。昔と全く異なる授業風景に驚がくされたものである。

山江村。人口３,６９８人、１２１.２１平方キロメートル。中学校は１校、１１
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１人。小学校２校、２１８人と３９人の２校です。では平成２４年に実証研究校と

して９５台のタブレットパソコンが提供され、翌平成２５年度は、村の予算で１７

０台のタブレットパソコン導入。１から４年生はグループに１台、５年生以上には

一人１台の環境が整備された。電子黒板は、全教室に配備され、授業改善が進み、

小中学校ともに学力の向上度合いを可視化、比較したグラフには学校を上げた取り

組みが見てとれた。

電子黒板を活用した国語の授業では、５分、１０分といった考える時間を与え、

感想や意見をパソコンに入力。それを見て教師が意見発表を促せば、全員が手を挙

げて極めて積極的に自分の考えを述べていた。発表の中で出てきた言葉（謙虚）に

対しても、直ちに辞書で調べさせ、その意味を発表させる。全生徒の机上には辞書

が置かれており、使い込まれているのがはっきり目視できた。

電子黒板を使いこなし、矢継ぎ早の質問、積極的な意見発表の連続で、極めて内

容の濃い充実した授業風景であった。

山江村の山田小学校のＩＣＴの環境ですが、教育用パソコン２０台、校務用パソ

コン２３台、タブレットパソコン１２０台。５、６年は一人１台、４年以下は４人

に１台。電子黒板１０台、これは各学級１台。特別教室、体育館、５０型７台と６

０型４台。無線ＬＡＮの整備、これも全教室、特別教室、体育館に整備されていま

す。実物投影機各学級１台。教師用デジタル教科書の管理、全学級と国・算・社・

理科ですね。校務支援システムの管理、通知表、指導要領、出席簿。熊本県校務支

援システム、出張、年休等の支援システムです。そしてＩＣＴ支援員の配備と。

参考までに、山江村の財政規模。平成２５年歳入３０億６,４００万円。自主財

源６億４,０００万、２０.９％です。地方交付税１６億８,７００万円、５５％で

す。歳出２７億７,２００万円。議会費は５,６４５万円の２.０４％。総額４０億

３,９００万円。そのうちケーブルテレビは３,６１５万円という内容でした。

考察として、ＩＣＴを活用した授業の取り組みを視察した結果、両町村とも電子

黒板やタブレットはあくまでも授業のための道具であるという認識であった。基本

は板書きであり、アナログとデジタルの使い分けをきちんとするということであっ

たが、ＩＣＴの活用と技術力には驚くばかりであった。生徒の授業に対する集中度

に感心させられたが、ＩＣＴの活用技術力と授業の集中度は正比例するとはっきり

認識したものである。グループ学習が多用されていたが、互いに意見を出し合う姿

勢に、こちらはいじめ・不登校を反比例させる効果大と感じさせられたものである。

その昔、鉄砲が戦国の世を一変させたが、遠隔授業も可能なＩＣＴもまた、学校

の授業を大きく変えていくであろう。乗り遅れることのないよう最優先で取り組む

べき課題である。
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以上です。

○議長（酒見 喬君） 報告の第４点は、委員長報告についてです。総務産業常任委員

会委員長より、委員会研修報告書が提出されていますので、報告を求めます。

総務産業常任委員会委員長、立山秀喜君。

○総務産業常任委員長（立山秀喜君） 総務産業常任委員会の研修報告をいたします。

南関町町議会議長、酒見 喬様。総務産業常任委員会委員長、立山秀喜。

研修日時、平成２７年２月５日から６日。場所、葦北郡芦北町大野、農事組合法

人みのり会。八代市鏡町、大東肥料株式会社。出席者、立山秀喜、立山比呂志、杉

村博明、田口浩、山口純子、酒見喬。随行者、西田経済課長、寺本議会事務局長。

研修目的、農業従事者の高齢化と農業担い手不足、中山間地農業の典型である経

営規模の零細さ、米価の低迷、所得減少等、我が町の農業環境は厳しい状況にあり、

耕作放棄地の増加が懸念されている今、農事組合法人の設立が急務となってきてい

る。その中で農事組合法人を設立し、耕作放棄地の解消などに努めるため。

研修内容、２月５日視察。葦北郡芦北町農事組合法人みのり会。みのり会の大野

地区は芦北町の東部に位置し、大関山の豊富な水を生かした食味豊かな米を中心に、

畜産等の農業経営が行われている。平成１２年度までの大野地区のほとんどが圃場

整備され営農条件は整っているが、芦北町を始め大野集落にも高齢化や担い手不足

により耕作放棄地が増加しつつある。このような中、平成２４年より県事業、農地

集積加速化事業が始まり、大野地区が重点地区に指定され、農業生産基盤の維持、

耕作放棄地対策に向け取り組みが行われている。

このみのり会の設立に至るまでは圃場整備が終了し、平成１２年度に始まった中

山間地が直接支払制度の取り組みを進めたことが組織づくりの契機であった。集落

内で農地維持、用水路整備等を行うとともに、交付金の有効利用について座談会を

重ね、共同で使えるような堆肥、肥料散布機が欲しいとの要望から始まり、トラク

ター・田植機などの農業用機械購入へとつながった。そのため、平成１９年度から

法人化に向けた勉強会や座談会を重ね、平成２１年６月１日に芦北町では２例目と

なる農事組合法人みのり会を設立した。

組合員数は１８名、出資金は一人１万円で９０万円である。農機具はトラクター、

田植機、コンバインなど８台、機械倉庫を１棟所有。

経営の概要としては、作物や農地の有効活用で春そばと米、タマネギと米という

二毛作体系に取り組んでおり、経営面積は５.５ヘクタール（平成２５年度）であ

る。春そばは７ヘクタール作付けし、「日本一早い新そば街道」で提供しておられ

る。また、タマネギは１ヘクタールを作付けし、なまで食べられる「サラたまちゃ

ん」の商標で販売されている。作業受託は水稲の作業受託が経営の中心であり、高
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齢化や担い手不足により受託面積が増加傾向にあり、特に田植、収穫、育苗の増加

が顕著である。今後も増加する見込みということである。

また、地域密着として、明るく元気な村づくりを目指し、地元小学校と協力した

耕作放棄地解消活動やそば打ち指導、そば祭りの開催など、様々な活動を通して元

気を届けておられる。

今後は、経営品目としてフォアシステムを活用した圃場に収益性の高い葉物野菜

等の取り組みを進め、平成２５年に製麺業を取得し、年越しそばなどを地元中心に

販売する予定ということである。

２月６日視察、八代市鏡町、大東肥料株式会社。大東肥料は、大正１０年８月に

大阪市で有機質肥料中村商店として設立し、大阪府肥料商工業協同組合を経て、昭

和２８年８月に現在の大東肥料に変更。創業以来、有機肥料をベースに配合肥料の

製造を行ってきたが、粒状肥料、液肥、発酵肥料から土壌改良剤などに至るまで取

り扱い、現在では天然ヤシ殻資材、天然腐植酸土壌改良資材、カツオエキス有機入

り液肥、鮮魚ぼかし肥料など、製品として生産中である。その中でもぼかし肥料に

ついては魅力は何といっても有機原料を発酵させることにより肥料成分が吸収され

やすく、また土壌微生物を活性化させ、土壌改良の効果があることである。今まで

のぼかし肥料では均一な発酵製品の供給が難しく、成分不均一性の問題が生じるの

が現状であるが、独自の発酵システムを開発し、諸問題を解決し生まれたのが鮮魚

ぼかしである。肥料は、窒素、リン酸、カリの配合により各作物等に最適な肥料製

造がされるということであった。

まとめ、みのり会の地区は圃場整備はほとんど終了し、作業受託も行っており、

集落外からの受託も増加傾向にあり、今後農事組合法人の設立には圃場の整備、農

作物の規模拡大、作業の受託、圃場に収益性の高い野菜の作付けなど課題はたくさ

んあったが、本町も農業従事者の高齢化や後継者不足等により農地の維持が厳しく

なることが予想され、まず圃場の整備を行い、若い世代の参加意欲を図り、農協Ｏ

Ｂ等の核となる指導者を中心に集落営農組織の立ち上げが必要と感じられた研修で

あった。

以上です。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 請願の委員会付託等について

○議長（酒見 喬君） 日程第４、請願の委員会付託等についてです。

本日まで受理いたしました請願書等は、お手元に配りました請願文書の写しのと

おりです。所管の常任委員会に付託しましたので報告します。

ここで、町長からの挨拶の申し出があっていますので、これを許します。町長。
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○町長（佐藤安彦君） 皆さま、改めましておはようございます。

本日は、東日本大震災の発生から今日で４年を迎えました。約２３万人の方が今

もなお避難生活を送られており、そのうち８万人を超える方がプレハブ仮設住宅で

の暮らしが続いております。家族の皆さまが犠牲となられ、住居を失われた多くの

人たちにとって、時計の針は止まったままなのではないかと思っております。被災

した人たちの生活を安定させ、暮らしを再建することがこれからは一層大切な段階

に入ってまいります。私たちも遠く離れた地からではありますけれども、力を合わ

せ、岐路に立つ復興を支えていかなければならないと思っております。

さて、平成２７年第１回南関町議会定例会の開会に当たり、平成２６年度補正予

算案、平成２７年度当初予算案、その他諸議案の審議をお願いいたしますとともに、

施政方針を申し述べ、議員の皆さま並びに町民の皆さまに一層の御理解と御協力を

お願い申し上げる次第でございます。

昨今の国の動向を見てみますと、まず、国内の経済状況においては穏やかな回復

基調が続いているものの、個人消費等に弱さが見られており、都市部と地方との格

差が解消できるまでには至っておりません。今後もアベノミクスの３本の矢の実現

などと、国の景気対策の成果が本格的な景気回復につながっていくことを期待する

ものであります。

また、国の将来にわたっての大きな課題でもある本格的な少子高齢化や人口減少

など、これまでの経済成長期とは異なる条件下において、地方での行政運営は、限

界集落の発生や極めて高い高齢化率の中で地域住民の皆さまの安全・安心な暮らし

を守ることは容易なことではありません。

さらに、国の看板政策とされている地方創生では、東京への一極集中を改める総

合戦略に基づき、２０１４年度補正予算とともに２０１５年度予算案でも地方での

雇用拡大や起業、そして少子化対策などの関連予算が計上されております。

南関町においても、地方人口ビジョンや市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定するとともに、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、地方

創生先行型としては南関町総合戦略策定事業、乗合タクシー事業、観光振興強化事

業を、地域消費喚起・生活支援型では、消費喚起プレミアム商品券発行事業を計画

しているところであります。

また、今後は南関町の特色を生かした様々な事業の展開により、町全体の活性化

につなげていかなければならないと考えております。

さて、南関町におきましては、全国的な人口減少と同様に少子高齢化が進展して

いる中で、出生数に対して死亡数のほうがかなり多く、いまだに人口減少に歯止め

がかからない状況が続いております。しかし、若年層の中には小学生の児童数より
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も就学前の児童数が上回っていることは明るい話題でもあり、今後も継続できるよ

うな少子化対策や子育て支援に取り組む必要があります。

一方、高齢化率は本年２月末で３４.８％となっており、今後もさらなる高齢化

が続くことが予想されており、町独自の問題や課題に対応するための総合的な取り

組みも検討しなければなりません。

このような厳しい状況の中にあってこそ、地域住民の皆さま方が安全・安心で心

豊かに暮らせるような質の高い行政運営を行っていくことが望まれており、信頼さ

れる自治体として分権時代にふさわしい質の高い行政サービスを提供していかなけ

ればならないと考えております。

本年度は、国や地域の変化にも柔軟かつ弾力的に対応しつつも、最小の経費で最

大の効果を上げることができるように組織の一部見直しを図るとともに、地域住民

の皆さまの安全・安心な生活の確保と住民福祉の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。

そこで、今回提案申し上げております平成２７年度一般会計予算などでございま

すが、歳出全般にわたり細部までの検討を行い、経営の効率化、コスト削減を念頭

に置きながら歳出の抑制と重点化に努め、目的に沿った費用対効果が得られるよう

に編成を行ったところでございます。

平成２７年度一般会計予算の総額は、６０億８４３万円、骨格予算であった昨年

度と比較しますと９億５,７６４万３,０００円の増額で１９％の伸びとなっており

ます。増額となりました主な要因は、最終処分場建設に伴う侵入道路等の振興策と

しての県への業務委託料、Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール改修工事、南関中学校への

エアコン設置工事などとなっております。

その他の議案の提出については、条例の制定が３件、条例等の一部を改正する条

例の制定が９件、条例の廃止が２件、平成２６年度一般会計補正予算のほか各特別

会計の補正予算が９件、平成２７年度一般会計予算のほか各特別会計の予算が９件、

過疎地域自立促進計画の変更が１件、業務委託変更契約の締結が１件、人事案件が

１件を提案しております。

御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、平成２７年度の主要な施策について申し上げます。

まず、総務課関係では、今後一層の事務の効率化、合理化を図るとともに、職員

の研修等を強化し、人事交流等も含めた職員の能力向上及び組織力の向上に努めて

まいりたいと考えております。なお、平成２７年度は、南関町が合併して６０周年

を迎えるに当たり記念事業を実施することとしております。

また、役場庁舎、公民館の建て替え等については、平成２４年度に実施した耐震
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診断の結果、庁舎については昭和４０年建設した庁舎部分が耐震基準を満たしてな

く、補強方法がなく建て替えが必要。また、公民館についてはホール部分が耐震基

準を満たしてなく、補強方法がなく建て替えが必要との診断結果であるため、南関

町庁舎等検討委員会の整備方針等の提言を含めて、町としての整備方針を決定して

いきたいと考えております。

安全・安心なまちづくりについては、全地区に組織されました自主防災組織の活

動強化を図りながら、町主催の防災訓練を実施することとしております。

まちづくりの指針となる計画については、総合振興計画、第５次行政改革大綱、

過疎地域自立促進計画等を作成することとしており、そのほかにも男女共同参画計

画、空き家対策条例の制定、電算システムのクラウド化などに努めてまいりたいと

考えております。

次に、まちづくり推進課関係では、南関町住んでよかったプロジェクト推進事業

の精査、整理・改善に取り組む必要があり、新たに乗合タクシー制度の導入を推進

します。また、物産振興会（仮称）の設立により、町特産品、農産物の販路拡大や

安定した生産を推進します。企業誘致・支援につきましては、新たな企業の誘致、

既立地企業の増設を推進するとともに、バンブーフロンティア構想に伴う新規企業

の立地に取り組み、併せて雇用の拡大を図ります。

次に、福祉・住民課関係では、４月１日から新制度として実施される南関町子ど

も・子育て支援計画により、子育て支援の充実を図ります。国民健康保険事業の健

全な財政運営については、医療費の適正化に向けた検診率の向上、保健指導などの

予防事業の充実等による医療費の抑制を図りながら、国保財政の安定的な運営に努

めてまいります。

また、延寿荘の民営化につきましては、検討委員会の意見を踏まえて、入居者・

利用者の方に配慮しながら民営化プランに基づき、民営化に取り組んでまいります。

次に、経済課関係ですが、本町の基幹産業であります農業は、就農者の高齢化や

後継者不足、耕作放棄地の増加などと大変厳しい状況にあります。

このような中で現在も推進している圃場整備の新規取り組み要望地区の取りまと

め、及び県との協議を行い、さらなる推進に努めるとともに農地の集約や営農組織

の設立のためのモデル事業等にも積極的に取り組み、担い手農家の確保、農業所得

の向上に努めてまいりたいと考えております。また、イノシシやアナグマ等の被害

も多発していることから、鳥獣保護管理等の強化及び農業者の狩猟免許取得・猟友

会加入への推進を図ります。

まちづくり関係でも取り組んでいるバンブーフロンティア構想では、地方創生と

の関連も含めて、全国のモデル事業になり得るような事業の推進に努めてまいりた
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いと考えております。

次に、建設課関係ですが、まず、道路、橋梁、公共施設等の維持管理について専

門家による点検・調査の結果に基づき、橋梁では長寿命化修繕計画を作成し、平成

２７年度は優先順位の高い箇所である竜瀬橋の補修工事を行うとともに、町道の舗

装についても維持管理計画に基づき、舗装の修繕を行いたいと考えております。

また、トンネルについては、松風トンネルの改修を行う計画としております。町

道改良工事等については、県への委託事業として進めている町道米田・鬼王線を始

め、町道関村・田原線、町道米田・大場線や町道小原・上長田線、歩道法面防草工

事を行うとともに、次年度以降の工事計画となる用地取得にも取りかかることとし

ております。町営住宅では、長寿命化型改善工事として、高久野団地屋上及び外壁

改修工事を行うこととしております。

次に、教育課関係では、まず、平成２７年度から教育委員会の制度改革が行われ

ることから、すべての地方公共団体に総合教育会議を設置することとなり、教育に

関する大綱を首長が策定することになります。

また、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化のためにも、教育委員長と

教育長を一本化した新教育長を設置することとなり、本町でも人事案件のとおり、

新しい制度での体制をお願いするものであります。

主な工事等としては、先ほども述べました南関中学校普通教室へのエアコン設置

工事、Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール改修工事を行うこととしております。なお、小

中学生の学力向上対策としては、電子黒板等のＩＣＴ機器を追加導入し、学習環境

の整備を図っていきたいと考えております。

ここで、先ほど議長、教育長のほうからもお話がありましたが、改めて皆さま方

にも御紹介いたしますが、南関町学校応援団が本年度の文部科学大臣表彰を受賞し

ており、３月６日に受賞記念祝賀会がホテルセキアで開催されました。町議会から

は、酒見議長が御来賓として御臨席いただきましたが、１００名を超える関係者の

皆さまや協力者の方に御参加いただき、盛会の中に終えることができました。

今後も、地域の子どもたちは地域の中で育てるという自助・共助・公助の精神の

もとに町民同士が支え合い、安全・安心で心豊かに暮らしていけるような人と人と

の繋がりを大切にした学校応援団であってほしいと願うものであります。

そのほかにも、有明圏域定住自立圏構想の中での近隣市町との連携においては、

各自治体との連携・協力を進めるとともに、各自治体の自主性を尊重しながら、

様々な分野において相互の連携と役割のもとに、南関町に不足している部分を少し

でも補うことができればと考えております。

また、地域住民の皆さま方の御意見や御要望を伺うための地域懇談会の開催や、
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町政に対する理解を深めていただくための南関町協働のまちづくり出前講座につい

ても継続して計画していくとともに、将来を担う中学３年生との意見交換会も開催

したいと考えております。

以上、申し上げてきましたが、これらの事業を推進していくには財政基盤の確立

が最重要課題であります。このためには、これまで以上に行財政改革を進め、徹底

的に無駄をなくし、あらゆる経費の縮減を図るとともに、事業の推進につきまして

は、それぞれの事業の重要性・必要性をかんがみ、優先順位を付けながら着実に事

業を展開していく考えでございます。

最後に、町職員の意識改革についてですが、職員の一人一人が地域住民の皆さま

の意見や要望を理解し、対応できるような育成が必要であり、各業務においても、

それぞれが町の中長期的なビジョンを描いて仕事ができる体制づくりを推進してい

きたいと考えております。

このような重点施策を中心に、産み育てやすい環境の整備、住む場所と働く場所

の確保、高齢者や障害がある方も安心して暮らせる環境の整備を町づくりの３本の

柱として、地域住民の皆さまの声を反映できる開かれた行政運営に取り組んでまい

る所存でございます。

今後とも、なお一層の御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げまして、平

成２７年度町政運営の施政方針とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） お諮りします。

日程第５、議案第１号から日程第３９、議案第３５号までの議案を一括上程し、

提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第５、議案第１号から日程第３９、議案第３５号までの議案を

一括上程することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第 ５ 議案第 １号 南関町課設置条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 ６ 議案第 ２号 南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 ７ 議案第 ３号 南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第 ８ 議案第 ４号 南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条例

の制定について
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日程第 ９ 議安第 ５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について

日程第１０ 議案第 ６号 南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義

務の特例に関する条例の制定について

日程第１１ 議案第 ７号 南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第１２ 議案第 ８号 南関町町民交通災害共済条例を廃止する条例の制定につ

いて

日程第１３ 議案第 ９号 南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の制定について

日程第１４ 議案第１０号 南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定

める条例の制定について

日程第１５ 議案第１１号 南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第１６ 議案第１２号 南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて

日程第１７ 議案第１３号 南関町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１８ 議案第１４号 南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１９ 議案第１５号 平成２６年度南関町一般会計補正予算（第６号）につい

て

日程第２０ 議案第１６号 平成２６年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について

日程第２１ 議案第１７号 平成２６年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について

日程第２２ 議案第１８号 平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について

日程第２３ 議案第１９号 平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）について

日程第２４ 議案第２０号 平成２６年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）について

日程第２５ 議案第２１号 平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第４号）について
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日程第２６ 議案第２２号 平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について

日程第２７ 議案第２３号 平成２６年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第

１号）について

日程第２８ 議案第２４号 平成２７年度南関町一般会計予算について

日程第２９ 議案第２５号 平成２７年度南関町国民健康保険特別会計予算について

日程第３０ 議案第２６号 平成２７年度南関町公共下水道事業特別会計予算につい

て

日程第３１ 議案第２７号 平成２７年度南関町簡易水道事業特別会計予算について

日程第３２ 議案第２８号 平成２７年度南関町介護保険事業特別会計予算について

日程第３３ 議案第２９号 平成２７年度南関町介護サービス事業特別会計予算につ

いて

日程第３４ 議案第３０号 平成２７年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予算に

ついて

日程第３５ 議案第３１号 平成２７年度南関町後期高齢者医療特別会計予算につい

て

日程第３６ 議案第３２号 平成２７年度南関町宅地分譲事業特別会計予算について

日程第３７ 議案第３３号 南関町過疎地域自立支援計画の変更について

日程第３８ 議案第３４号 業務委託変更契約の締結について

日程第３９ 議案第３５号 南関町教育長の任命につき同意を求めることについて

○議長（酒見 喬君） 議案はお手元に配付してあります。

議案名を事務局長に朗読させますので、御確認ください。

事務局長。

○議会事務局長（寺本一誠君） ［議案名朗読］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れ等はございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れなしと認めます。

それでは、ただいまから提案理由の説明を求めます。

担当職員は、順次説明をしてください。

総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 第１号議案、南関町課設置条例等の一部を改正する条例

の制定についての説明をいたします。

今回の条例の改正は、住民により分かりやすく、また総合的なまちづくりを目指

すために、また、効果的・効率的なまちづくりに資する目的で課の名称及び所掌事
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務を適正なものにするために変更するものでございます。

また、この条例は、一つの目的で二つの条例を改正する必要がありますので、条

例１本として一括して改正を行い、それぞれの改正する条例を条建てにしておりま

す。第１条に南関町課設置条例の一部を改正するその改正部分を規定して、第２条

で南関町産業廃棄物審議会設置条例の改正をしているものでございます。改正内容

につきましては、議案書で説明をさせていただきます。

大きい項目であります第１条の南関町課設置条例の一部改正では、当該条例第１

条中、課の名称のうち、住民課を税務住民課へ、まちづくり推進課をまちづくり課

へ改めるものでございます。これは、住民に関連性の高い税務の文言を課名に入れ

ることで住民の方々へ分かりやすくするためでございます。また、今後、南関町総

合振興計画、第５次南関町行政改革大綱及び南関町過疎地域自立促進計画の策定、

加えて南関町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する必要があることから、一

体的な計画の整合性を確保し、効果的に南関町のまちづくりを実施するために改正

を行うものでございます。

また、条例第２条中には、各課の分掌事務を規定しているものでありますが、そ

のうち総務課の秘書に関する業務が欠落しておりましたので、今回追加をいたしま

した。また、商業・観光部門を経済課へ異動させ、総務課の企画部門をまちづくり

課へ異動させるものでございます。

次に、大きい項目第２条では、南関町産業廃棄物審議会設置条例の一部の改正を

行うものでございます。当該条例第７条中、住民課を税務住民課に改めるものでご

ざいます。

附則といたしまして、この条例は平成２７年４月１日から施行するものとしたも

のでございます。

以上、第１号議案、南関町課設置条例等の一部を改正する条例の制定についての

説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第２号議案、南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明をさせていただきます。

この条例改正は、行政手続法の一部を改正する法律（平成２６年法律第７０号）

ですが、この施行に伴う趣旨に則り、行政運営における公正の確保と透明性の向上

を図り、もって町民の権利・利益の保護に資するために改正するものでございます。

この条例は、上位法の改正に伴うもので、処分等の求め及び行政指導の中止等の

求めなどの導入について積極的に取り組み、適切な運用に取り組むよう努めなけれ

ばならないと定められているところでございます。町はこのことにより、条例を改

正することとしているところでございます。
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改正内容につきましては、議案書で説明させていただきます。

まず、目次の改正で、第２章の２を創設をしております。処分等の求めを追加し

たものでございます。また、字句の整理を行っております。次に、第３３条におき

ましては、行政指導の方式を規定しておりますが、第２項として行政指導に携わる

者は、その行政指導をする際には、その処分にする権限を行使し得る旨を示すとき、

その相手方に対してその根拠を示さなければならない要件などを追加して、次に、

３４条の２として行政指導の中止等の求めを定めています。法令に違反する行為の

是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律または条例に規定する

要件に適合しないと考えた場合には、行政指導した町の機関に対し、その旨を申し

出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとるよう求めることができると定

めております。

第２項では、申出書に記載するべき事項を定め、第３項には申出書の提出があっ

たときは必要な調査を行い、その行政指導が法律または条例に規定する要件に適合

しないと認める場合は行政指導の中止、その他必要な措置をとらなければならない

と定めております。

次に、第４章の２として処分等の求めの見出しで、第３４条の３では、何人も法

令に違反する事実がある場合、その是正のためにされるべき処分または行政指導が

されていないと考える場合は、その処分の権限を有する行政庁または行政指導をす

る権限を有する町の機関に対してその旨を申し出て、当該処分または行政指導をす

ることを求めることができるとしました。第２項で、その際は申出に定める事項を

記載して提出しなければならないと定め、第３項では、行政庁または町の機関は申

出書の提出があったときは必要な調査を行い、その結果に基づき、必要があると認

めるときは処分または行政指導をしなければならないと規定したものを追加したも

のでございます。

附則といたしまして、施行日を平成２７年４月１日としています。また、条例を

一部改正したことで影響を受けた条例の改正を附則で改正することとしております

ので、今回、南関町税条例の一部を附則で改正を行っております。

改正内容としましては、附則第２項において南関町税条例の適用除外として、第

３３条のうち項ずれが起こってしまいましたことによって適正に合わせた改正でご

ざいます。

以上で、第２号議案、南関町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第３号議案、南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行及び南関

町課設置条例の改正に伴う改正でございます。

改正内容といたしましては、まず、南関町課設置条例の改正に伴い整合性を持た

せるための改正で、条例第２条中、住民課を税務住民課に改め、また、まちづくり

推進課をまちづくり課に改めるものでございます。

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

よる改正でございまして、第１９条中、出席説明を求める条文中でございますが、

教育委員会の委員長を教育委員会の教育長に改めるものでございます。

附則といたしまして、施行日を平成２７年４月１日から施行するとしたものでご

ざいます。

以上で、第３号議案、南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

ての説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、第４号議案、南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条

例の制定について御説明をさせていただきます。

この改正は、平成２６年３月１日に施行されました南関町議会委員会条例の一部

改正の際、改正されていなかった条例を適正なものに改定するものでございます。

第６条第２項中、議会産業厚生常任委員を議会総務産業常任委員に改めるものでご

ざいます。

附則としまして、公布の日から施行し、南関町議会委員会条例の施行日にさかの

ぼって、平成２６年３月１日から適用するものでございます。

以上で、第４号議案の南関町産業経済費補助金交付条例の一部を改正する条例の

制定について説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い

いたします。

続きまして、第５号議案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明をいた

します。

この改正は、教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、目的を同じくする条例で関係のある条例を一括して提案するものでござい

ます。関係条例といたしましては、６本の条例としております。これを１条から６

条まで順に改正をしたものです。

第１条に南関町教育長の給与、勤務時間等に関する条例、第２条に南関町長等の

給与及び旅費に関する条例、第３条に南関町報酬、費用弁償等に関する条例、第４

条に田中義男育英基金条例、第５条に南関町育英奨学金補助条例、第６条に南関町
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長等の給与の特例に関する条例を改正するものでございます。

改正内容といたしましては、第１条南関町教育長の給与、勤務時間等に関する条

例は廃止することとしております。第２条南関町長等の給与及び旅費に関する条例

の一部改正は、教育長が特別職となることに伴いまして、南関町長等の給与及び旅

費に関する条例に教育長の給与及び旅費等を追加するものでございます。第３条南

関町報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正では、教育委員会委員長の廃止に伴

いまして、教育委員会委員長の報酬を削除するものでございます。第４条田中義男

育英基金条例の一部改正は、第７条中、審査委員会に南関町教育長を追加し、第８

条中、審査委員長を教育委員会委員長ではなく、教育長に改めるものでございます。

第５条南関町育英奨学金補助条例の一部改正につきまして、第４条中、審査委員会

の構成員に南関町教育長を追加しました。そして、議会総務文教常任委員長を議会

文教厚生常任委員長に改めるものでございます。第６条南関町長等の給与の特例に

関する条例の一部改正では、第２条で規定した南関町長等の給与及び旅費に関する

条例の一部改正に伴い、特例としての教育長の給与及び旅費を追加する改正でござ

います。

附則としまして、この改正条例は、平成２７年４月１日から施行するものでござ

います。

以上で、第５号議案の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の説明を終わります。御審議の上、

御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明の途中でしたので、これを続行します。総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 第６号議案、南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及

び職務専念義務の特例に関する条例の制定について御説明いたします。

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴うもので、教育長は特別職の職員でありますが、職務専念の義務が課せら

れました。このことに伴い、条例で特例の規定を新たに定めることができると規定

されておりますことから、新規に職務専念義務の特例の条例を制定するものでござ

います。
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第１条に趣旨といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

改正に伴い、教育長は職務専念の義務が課せられたこと、条例によって、職務専念

義務の特例を定めることとしたものでございます。第２条では、教育長の勤務時間、

休日、休暇等について一般職の例によるものと定めました。第３条では、教育長の

職務に専念する義務の免除につきまして規定をしたもので、南関町職員の職務に専

念する義務の特例に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとしたものでご

ざいます。

附則といたしまして、この条例の施行期日は平成２７年４月１日とするものでご

ざいます。

以上で、第６号議案、南関町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務

の特例に関する条例の制定について説明を終わります。御審議の上、御承認賜りま

すようよろしくお願いいたします。

続きまして、第７号議案、南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明いたします。

南関町防災会議においての構成員につきましては、男女共同参画の趣旨を踏まえ

まして、女性特有のきめ細やかな視点で女性、高齢者、または家庭内での子どもの

防災について意見を求める必要がありますし、また防災について女性が地域の貴重

な支援の担い手であるということから改正を行ったものでございます。

改正内容は、第３条第５項に防災会議の構成員についての記述があるところでご

ざいますが、第８号の次に第９号として、全各号に掲げる者のほか、防災上必要と

認めて町長が任命する者を加えることとしたものでございます。また、第３条第６

項では、任期についての規定でございますが、この第９号につきましても任期を２

年としたものでございます。

附則として、この条例の施行期日は平成２７年４月１日とするものでございます。

以上で、第７号議案、南関町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第８号議案、南関町町民交通災害共済条例の廃止についての御説明

をいたします。

南関町では、南関町の町民交通災害共済の実施を全国労働者共済生活協同組合連

合会、全労災ですが、この全労災に委託をしております。そして、共済の窓口業務

を行ってまいりました。共済事業の元請であります全労災は、管轄する保険業法を

準用しておりまして、この保険業法が改正をされましたので、受付の業務を行うこ

とが保険業法２７５条に抵触する恐れがあるとの指摘を受けたところでございます。

このことにより、南関町が主体となって町民交通災害共済事業を行うことを取りや
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めることにいたしまして、南関町町民交通災害共済条例を平成２６年度をもって廃

止することとする提案をさせていただくものでございます。

附則としまして、この条例の施行期日は、平成２７年４月１日とするものでござ

います。

以上で、第８号議案、南関町町民交通災害共済条例の廃止についての説明を終わ

ります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第９号議案、南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の制定につきまして、提案理由及び内容の御説明を申し上げま

す。

南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を別紙のとおり

制定するものでございます。

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、南関町の基

準を定める条例を町で制定する必要があるため御提案申し上げるものでございます。

この条例につきましては、介護保険法第５９条第１項第１号、第１１５条の２２

第２項第１号、第１１５条の２４第１項、第２項の規定に基づきまして定めるもの

でございますが、市町村がこれらの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定

める基準に従い定めるもの、厚生労働省令で定める基準を参酌するものに分けて定

められているところでございます。

提案いたします南関町の基準につきましては、厚生労働省令の指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準に基づき、従うべき基準、参酌すべき基準に従いまして

基準を定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。内容について御説明いたします。

まず、条例全体の目次でございます。第１章で趣旨及び基本方針、第２章で人員

に関する基準、第３章で運営に関する基準、第４章で介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準、第５章で基準該当介護予防支援に関する基準を定めるとい

う構成といたしております。

第１条で条例の趣旨といたしまして、この条例は介護保険法第５９条第１項第１

号、第１１５条の２２第２項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規

定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等
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に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとすると定

めるものでございます。

第２条では、基本方針として第１項から第５項まで定め、第１項で指定介護予防

支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む

ことのできるように配慮して行われるものでなければならないと定め、次のページ

を御覧ください。左のページでございます。第５項では、法第１１５条の２２第２

項第１号に規定する条例で定めるものは法人とすると定めるものでございます。こ

れは、指定介護予防支援事業者の指定に関することとなります。

第２章、人員に関する基準、第３条では従業者の人数に関する基準を定めるもの

で、事業所ごとに１以上の人数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健

師、その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない。

第４条では、第１項、第２項で管理者に関することについて定めるものでございま

す。

第３章、運営に関する基準、第５条では、右側のページ、そして次のページにわ

たり内容及び手続きの説明及び同意に関することについて、第１項から第７項にお

いて定めるものでございます。

次のページ、第６条のページを御覧ください。１枚めくった左側のページになり

ます。第６条では、正当な理由のない提供拒否の禁止について、第７条では、サー

ビス提供困難時の対応について、第８条では、受給資格等の確認について、第９条

では、要支援認定の申請に係る援助について。これは第１項から第３項において定

めております。第１０条では、身分を称する書類の傾向として、担当職員に身分を

称する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者またはその家族から求められたとき

はこれを提示すべき旨を指導しなければならないことを定めるものでございます。

次のページを御覧ください。右のページでございます。第１１条では、利用料等

の受領について、第１２条では、保険給付の請求のための証明書の交付について、

第１３条では、指定介護予防支援の業務委託に関することについて定めるもので、

遵守しなければならないことを１号から４号に定めております。

第１４条では、下になりますが、法定代理受領サービスに係る報告に関すること

について、第１項、第２項において定めるものでございます。

次のページを御覧ください。左側のページでございます。中段第１５条では、利

用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付について、第１６条では、利用

者に関する町への通知について、第１７条では、管理者の責任につきまして第１項、

第２項において定めるものでございます。

次のページを御覧ください。右のページでございます。第１８条では、事業の運
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営についての重要事項に関する規定、運営規定について、第１９条では勤務体制の

確保に関することについて。これは、第１項から第３項において定めるものでござ

います。第２０条では、設備及び備品等について、第２１条では従業者の健康管理

について、第２２条では、重要事項の掲示について、第２３条では、秘密保持に関

することについて第１項から第３項において定めるものでございます。

次のページを御覧ください。左のページでございます。第２４条では、報告をす

る場合について、第２５条では、介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止

等に関することについて第１項から第３項において定め、第２６条では、苦情処理

に関することについて、指定介護予防支援事業者は自ら提供した指定介護予防支援

または自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないことなど、

第１項から第７項において定めるものでございます。

次のページを御覧ください。中段第２７条では、事故発生時の対応につきまして

第１項から第３項において定め、第２８条では、会計の区分について定めるもので

ございます。第２９条では、記録の整備について、第１項、第２項、１号から５号

において定めるものでございますが、基準省令におきましては、参酌すべき基準と

して、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間保存しなければならないとされていますが、保険者

の介護報酬過誤返還等の公法上の債権消滅時効は５年であることから、町条例では

５年間保存しなければならないとしているところでございます。

次のページを御覧ください。左のページになります。中段第４章、介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準、第３０条では、指定介護予防支援等の基本

取り扱い方針について、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに医療サー

ビスとの連携に十分配慮して行わなければならないことなど、第１項から第３項に

おいて定めるものでございます。第３１条では、指定介護予防支援の具体的取り扱

い方針に関することについて、第１号から第２８号において定めるものでございま

す。次の右のページに、第３号から第８号まで定めております。それから次のペー

ジ、左になりますが、第９号から第１４号まで、次の右のページに第１５号から第

１９号まで、そして次のページ、左になりますが、第２０号から第２６号まで、次

に右のページに２７号、２８号について定めております。

中段の第３２条では、介護予防支援の提供に当たっての留意点について、１号か

ら８号において定めるもので、次のページになります。第３３条では、基準該当介

護予防支援の事業について準用することについて定めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は、平成２７年４月１日から施行すると定めるも
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のでございます。

以上で、南関町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定

につきまして説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

続きまして、第１０号議案、南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準

を定める条例につきまして、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。

南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例を別紙のとおり

制定するものでございます。

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行による介護保険法の一部改正等に伴い、南関町地

域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例を制定する必要があるため

でございます。

介護保険法第１１５条の４６第４項で、地域包括支援センターの設置者は、包括

的支援事業を実施するために必要なものとして、市町村の条例で定める基準を遵守

しなければならないとされており、第５項では、市町村が前項の条例を定めるに当

たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の人数については

厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労

働省令で定める基準を参酌するものとすると規定されているところでございますの

で、南関町としましては、厚生労働省令に基づき基準を定める条例を制定したく御

提案申し上げるものでございます。

次のページをお願いいたします。内容について御説明いたします。

第１条では、趣旨といたしまして、この条例は介護保険法第１１５条の４６第５

項の規定に基づき、地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定めるものとす

ると定めるものでございます。

第２条では、基本方針といたしまして、第１項で地域包括支援センターは次条に

掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険

者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて法第２４条第２項に規定する介

護給付等対象サービス、その他保健医療サービスまたは福祉サービス、権利擁護の

ための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた

地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。第

２項で、地域包括支援センターは南関町地域包括支援センター運営協議会の意見を

踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないと定めるものでご

ざいます。
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第３条では、職員に係る基準及び当該職員の人数に関することにつきまして、第

１項では、１の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数

がおおむね３,０００人以上６,０００人未満ごとに置くべきもっぱらその職務に従

事する常勤の職員の人数は、原則として次のとおりとする、といたしまして、第１

号で保健師、その他これに準ずる者１人、第２号で社会福祉士、その他これに準ず

る者１人、第３号で主任介護支援専門員、その他これに準ずる者１人と定めるもの

でございます。第２項では、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げ

る場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左の欄に掲げる担

当する区域における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右の欄に定めると

ころによることができるといたし、第１号で第１号被保険者の数がおおむね３,０

００人未満の場合、第２号で地理的条件、その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に１の地域包括支援センターを設置することが必要であると、地域包括支援センタ

ー運営協議会において認められた場合と定め、次の表において担当する区域におけ

る第１号被保険者の数ごとに人員配置基準を定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。中段第３項では、第１項各号に規定する準ずる

者につきまして、第１号から第３号において定めるものでございます。また、下に

なりますが、第４条では委任といたしまして、この条例に定める者のほか必要な事

項は町長が別に定める。

附則では、施行期日といたしまして、この条例は平成２７年４月１日から施行す

ると定めるものでございます。

以上で、南関町地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例の制定

につきまして、御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

続きまして、第１１号議案、南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。

提案理由は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律及び介護保険法施行令等の改正に伴い、南関町介護保険条

例の一部を改正する必要があるためでございます。

介護保険事業につきましては、保険給付の円滑な実施のため、３年を１期とする

介護保険事業計画を策定しているところでありまして、今回が第６期となります。

介護保険料につきましては、介護保険法施行令の一部改正、第１号被保険者負担比

率が現在の２１％から２２％へ引き上げられたこと、給付費の見込増等により検討

の結果、平成２７年度から平成２９年度までの３カ年の保険料率につきまして、現

行の基準月額４,９９０円から７６０円、率にいたしまして１５.２％引き上げるこ
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ととなったところでございます。

また、保険料の区分を所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から、

国の標準段階が６段階から９段階に改正されたことによりまして、国の標準段階に

準じ９段階とするものでございます。

次に、地域支援事業につきまして、改正後の介護保険法附則第１４条にあります

介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の規定を適用しまして、それ

ぞれの事業に経過措置を設けるものとして改正をしたく、御提案申し上げるもので

ございます。

次のページをお願いいたします。内容について御説明いたします。

条例第２条中「平成２４年度から２６年度」までの期間を「平成２７年度から２

９年度」に改め、さらに各号に定めます第１号被保険者の区分及び額につきまして、

同条第１号中２万９,９４０円を３万４,５００円に、第２号中２万９,９４０円を

５万１,７４４円に、第３号中４万４,９０４円を５万１,７４４円に、第４号中５

万９,８８０円を６万２,１００円に、第５号中７万４,８４４円を６万９,０００円

に、第６号中８万９,８２０円を８万２,８００円に改め、第７号として令第３８条

第１項第７号に掲げる者８万９,７００円、第８号といたしまして、令第３８条第

１項第８号に掲げる者１０万３,５００円、第９号として令第３８条第１項第９号

に掲げる者１１万７,３００円を追加するものであります。

次に、第２条に２項として所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る前項第１号に該当する者の平成２７年度から２８年度までの各年度にお

ける保険料率は、前項の規定にかかわらず３万１,０４４円とする軽減規定を定め

るものでございます。

第４条第３項につきましては、保険料の算定に関する基準の改正により改めるも

のでございます。

附則につきましては、第１条で施行期日及び但し書きとして、第２条第２項の保

険料の軽減の施行日を規則で定めること、第２条では、経過措置ということで平成

２６年度以前の保険料につきましては、改正前の規定を適用すると定めるものでご

ざいます。

第３条は、改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に

関する経過措置として、第１項では、法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性

等にかんがみ、その円滑な実施を図るため平成２７年４月１日から町長が定める日

までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとすると定めるものです。

次のページになります。第２項で法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる事業
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につきまして、これは在宅医療・介護連携推進関連でございます。第３項で法第１

１５条の４５第２項第５号に掲げる事業につきまして、これは日常生活支援・介護

予防体制整備促進関連でございますが、同じく経過措置を定めるものでございます。

以上で、南関町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましての説明を

終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、第１２号議案、南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例につ

きまして、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。

南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものでご

ざいます。

提案理由は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、条例を廃止する必要があるた

めでございます。現行の条例は、児童福祉法第２４条第１項の規定に基づき制定し

ているものですが、平成２７年４月１日以降の保育の必要性の認定基準につきまし

ては、子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号で内閣府令で定めることとされ

ておりますので、今回、南関町の保育の実施に関する条例を廃止したく御提案申し

上げるものでございます。

次のページを御覧ください。南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例。

南関町保育の実施に関する条例は廃止する。

附則で、施行期日を平成２７年４月１日とするものでございます。

以上で、南関町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定につきましての御

説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第１３号議案、南関町営住宅条例の一部を改正する条例の

制定について御説明いたします。

提案理由は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律の一部改正に伴い、条例の改正が必要なためでございます。

次のページをお願いします。南関町営住宅条例の一部を改正する条例。

南関町営住宅条例（平成９年条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項第５号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）」を「中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）」に改める。

附則、この条例は公布の日から施行し、平成２６年１０月１日から適用する。

これにつきましては、法律の名称変更による改正で、及び帰国後の部分を並びに
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永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に改めるものでございます。中国残留

邦人等の方々が永住帰国する前にすでに婚姻関係にあった配偶者に対象を限定した

上で、配偶者支援金を支給することとした法律の改正によるものでございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

続きまして、第１４号議案、南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明いたします。

提案理由は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行により、条例の改正が

必要となったためでございます。

次ページをお願いします。南関町下水道条例の一部を改正する条例。

南関町下水道条例（平成１３年条例第３号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項第１号中の「０.１ミリグラム」を「０.０３ミリグラム」に改め

る。

附則、この条例は公布の日から施行し、平成２６年１２月１日から適用する。

これにつきましては、下水道に排出されるカドミウム及びその化合物が１リット

ルにつき０.１ミリグラムを０.０３ミリグラム以下に改めるもので、水質汚濁に係

る人の健康の保護に関する水質汚濁基準の強化に伴うものでございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 第１５号議案、平成２６年度南関町一般会計補正予算（第

６号）について御説明申し上げます。

歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ７,０９４万７,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億５,２４８万４,０００円とするものでご

ざいます。

次のページをお願いいたします。予算書で説明をさせていただきます。２ページ

をお開きください。

歳入歳出予算補正の歳入でございます。１款町税、１項町民税につきましては、

１,３８０万円を減額して３億１,９８５万１,０００円とし、２項固定資産税につ

きましては、８００万円を追加して６億２,６６０万７,０００円とし、４項町たば

こ税につきましては、３４０万円を追加して７,８５０万円とし、７項入湯税につ

きましては、１２０万円を減額して１,２００万円とするものでございます。

１０款地方交付税、１項地方交付税につきましては、２１５万９,０００円を追

加して１８億２,５１９万６,０００円とするものでございます。
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１２款分担金及び負担金、１項分担金につきましては、６３万１,０００円を減

額して３９万７,０００円とし、２項負担金につきましては、４８６万２,０００円

を減額して９,４４４万２,０００円とするものでございます。

１３款使用料及び手数料、１項使用料につきましては３３万６,０００円を追加

しまして１億５５８万７,０００円とし、２項手数料につきましては、２８万円を

減額し１,４３２万円とするものでございます。

１４款国庫支出金につきまして、１項国庫負担金につきましては、６９９万円を

減額しまして３億４,２６１万３,０００円とし、２項国庫補助金につきましては、

４,１０４万４,０００円を追加しまして５億７,４７７万９,０００円とし、３項国

庫委託金につきましては、４０万円を減額し２９８万円とするものでございます。

１５款県支出金、１項県負担金につきましては、９６万１,０００円を追加し、

２億８６１万９,０００円とし、２項県補助金につきましては、６１１万７,０００

円を減額し２億１,７８５万１,０００円とし、３項県委託金につきましては、１４

５万６,０００円を減額し２,５５２万６,０００円とするものでございます。

１７款寄附金、１項寄附金につきましては、１３９万９,０００円を追加して３

２９万円とするものでございます。

１８款繰入金、１項基金繰入金につきましては、３,３５０万３,０００円を減額

して８,５１０万４,０００円とし、２項特別会計繰入金につきましては５,６６７

万２,０００円を減額しゼロとするものでございます。

２０款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料につきましては、２３６万１,００

０円を追加し３０８万７,０００円とし、３項受託事業収入につきましては、２２

万３,０００円を減額し７７７万８,０００円とし、４項雑入につきましては、５７

２万７,０００円を追加して４,０７９万６,０００円とするものででございます。

２１款町債、１項町債につきましては、１,０２０万円を減額して７億９,８９４

万８,０００円とするものでございます。

歳入合計が５８億２,３４３万１,０００円のところを７,０９４万７,０００円を

減額して、５７億５,２４８万４,０００円とするものでございます。

次のページをお開きください。続きまして歳出でございます。

１款議会費、１項議会費につきましては、２３５万２,０００円を減額して８,３

６７万８,０００円とするものでございます。

２款総務費、１項総務管理費につきましては、２,８６５万円を減額して４億８,

１２９万４,０００円とし、２項徴税費につきましては、２９３万４,０００円を減

額し１億７４９万１,０００円とし、３項戸籍住民基本台帳費につきましては、６

万８,０００円を減額し２,４１６万４,０００円とし、４項選挙費につきましては、
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７２万円を減額し１,４５４万９,０００円とし、５項統計調査費につきまては、１

７２万５,０００円を減額し６１６万９,０００円とするものでございます。

３款民生費、１項社会福祉費につきましては、８２８万６,０００円を追加し１

２億２,７８７万４,０００円とし、２項児童福祉費につきましては、９０４万５,

０００円を減額して４億４,０６４万１,０００円とするものでございます。

４款衛生費、１項保健衛生費につきましては、１,４１０万１,０００円を減額し

５億８,４９９万６,０００円とし、２項清掃費につきましては、１４万９,０００

円を減額し２億２,１７０万９,０００円とし、３項水道費につきましては、３万５,

０００円を減額し３１６万２,０００円とするものでございます。

５款農林水産業費、１項農業費につきましては、４１８万９,０００円を減額し

２億３,３３０万６,０００円とし、２項林業費につきましては、２０万３,０００

円を減額して８４８万５,０００円とするものでございます。

６款商工費、１項商工費につきましては、１,９３３万４,０００円を追加して１

億２,４１０万２,０００円とするものでございます。

７款土木費、１項土木管理費につきましては、４３万５,０００円を減額し７,０

４６万４,０００円とし、２項道路橋りょう費につきましては、１,４６１万９,０

００円を追加し４億６,７７０万円とし、４項住宅費につきましては、３,１９１万

８,０００円を減額し２,９６５万４,０００円とし、５項下水道費につきましては、

１５５万２,０００円を減額し１億５５５万１,０００円とし、６項浄化槽整備推進

事業費につきましては、２７１万１,０００円を追加して３,１３６万４,０００円

とするものでございます。

８款消防費、１項消防費につきましては、５６万１,０００円を減額して１億９,

９０７万９,０００円とするものでございます。

９款教育費、１項教育総務費につきましては、６９万６,０００円を減額して５,

８００万５,０００円とし、２項小学校費につきましては、４８７万８,０００円を

減額し３億１,８１３万６,０００円とし、４項社会教育費につきましては３１万２,

０００円追加をし１億６７９万３,０００円とし、５項保健体育費につきましては、

１１８万６,０００円減額して６,７５３万２,０００円とするものでございます。

１０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費につきましては、４９０万円減

額し１,２４８万３,０００円とし、２項公共土木施設災害復旧費につきましては、

５９０万円を減額して１,１００万円とするものでございます。

１２款予備費、１項予備費につきましては、１万２,０００円を減額して１,２１

５万円とするものでございます。

歳出合計５８億２,３４３万１,０００円のところを、７,０９４万７,０００円減
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額いたしまして、５７億５,２４８万４,０００円とするものでございます。

次のページをお開きください。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、昼食のためここで１時まで休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後０時００分

再開 午後１時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明の途中でありましたので、これを続行します。総務課長。

○総務課長（永松泰子君） それでは、先ほどに続きまして６ページをお開けくださ

い。繰越明許費補正でございます。

追加といたしまして、２款総務費、１項総務管理費、地方創生先行型事業で３,

３８６万２,０００円でございます。以下、表のようになっておりますが、ここで

歳出で出てまいりますけれども、平成２６年１１月に施行されましたまち・ひと・

しごと創生法を受けまして、平成２６年度の地方創生関係補正予算が閣議決定され

て、今年度中に予算化するものであって、２種類の交付金が交付されることになっ

ております。そのことで今回、予算化し、明許の繰り越しをするものでございます。

地域住民生活等の支援のための交付金でありまして２種類ございます。一つ目が

地方公共団体が経済対策に対応して地域における消費喚起やこれに直接に効果を上

げる生活支援のための事業でございます。緊急経済対策を速やかにして、かつ着実

に実施するための一つ、これが商工費のところにございます地方消費喚起・生活支

援型でございます。町では、プレミアム商品券を発行することとしております。

それからもう一つ、二つ目といたしまして、まち・ひと・しごと創生法に定めら

れた南関町のまち・ひと・しごと創生戦略の策定。つまり地方版総合戦略の策定の

ための経費の助成や地方版総合戦略の円滑な策定と優良な施策を支援すると、目的

で好循環形の確立を目的といたしました地方創生先行型であります。

町では３本を予定しておりまして、地方版総合戦略の策定の支援を委託をする事

業。これとそれからもう一つ、乗合タクシー事業の創設、この２本を一つにまとめ

たものが２款総務費、１項総務管理費の部分でございます。

それから観光振興強化事業といたしまして、３本目でございますが、その分が６

番の６商工費、それから９教育費で入っております地方創生先行型事業でございま

す。

これは繰越明許を追加するものでございますので、後ほど歳出で出てまいります。

次に、変更といたしまして、７款土木費、２項の道路改良費でございます。道路
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新設改良事業につきまして１,４４４万６,０００円を追加をいたします。これは竜

瀬橋の橋梁補修工事でございます。この増額の変更をするものでございます。

続きまして、地方債の補正でございます。１圃場整備事業につきましては、３８

０万円を増額して１,４７０万円とするものでございます。２道路橋梁整備事業に

つきましては、５２０万円を増額して３億３,８８０万円にするものでございます。

３小学校整備事業につきましては、５３０万円を減額して１億４,２４０万円にす

るものでございます。４消防防災施設整備事業につきましては、８２０万円を増額

して２,０８０万円とするものでございます。６公営住宅整備事業につきまして、

１,６００万円を減額して２３０万円とするものでございます。７災害復旧事業３

４０万円を減額いたしまして５２０万円とするものでございます。９社会教育施設

整備事業２７０万円を減額して２５０万円とするものでございます。

次に、１０ページをお開きください。歳入の内容の説明でございます。もう主な

ものだけを説明させていただきます。

１款町税、１項町民税ですね。１目個人の分ですが、１節で現年課税分が３５０

万増額をしております。個人所得の伸びによる増額でございます。２目法人ですが、

１節現年課税の分が法人割の分で減額を１,３６０万円しております。これは、経

済情勢の見込み違いによる減額でございます。

ちなみに法人数に増減はございません。それから町税の固定資産税、１目固定資

産税につきまして、１節現年課税分でございます。６００万円を追加しております。

これは、収納率を９７.５％で見込んでおりましたが、９８.８％の見込みに修正を

したものでございます。

次、１１ページをお願いいたします。１２款分担金及び負担金、２項の負担金で

ございます。２目民生費負担金、３節老人福祉費負担金で７１９万円を減額してお

ります。これは、養護老人ホームの入所者の減による減額でございます。

次のページをお開けください。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復

旧費国庫負担金でございます。１節公共土木施設災害復旧費国庫負担金につきまし

て、現年債で４５８万円を減額しております。決算見込みによるもので、対象とな

る災害が少なかったものでございます。

次、１４款国庫支出金、国庫補助金の２項でございます。このところで、１目総

務費国庫補助金となっております。１節総務費国庫補助金でございます。先ほど申

し上げましたまち・ひと・しごと創生法の施行に伴いまして、地方消費喚起型の交

付限度額が２,２５７万２,０００円、それから地方創生先行型が２,９７１万２,０

００円で、合計５,２２８万４,０００円を追加しております。

次のページをお開けください。１４ページでございます。１５款県支出金、２項
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県補助金で９目災害復旧費県補助金でございます。１節農林水産施設災害復旧費県

補助金３９０万３,０００円を減額しております。現年債につきましては決算見込

みによるものでございます。

次に、１５ページ。１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金で１節一般寄附

金１１０万円を増額しております。ふるさと南関応援寄附金でございまして１万円

を、１１０件分を増額補正するものでございます。

それから１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金でございます。

１節財政調整基金繰入金でございますが、２,４００万円を減額しております。こ

れは、一般会計へ繰り入れる額の減額でございますが、補正後の財政調整基金の基

金額は１１億１,３８４万３,０００円となります。３目ふるさとづくり基金繰入金

でございます。１節ふるさとづくり基金繰入金、同じく繰り入れる予定額の減額で

ございます。宅地分譲事業の給排水事業でございますが、補正後のふるさとづくり

基金の金額は１０億９,７７８万４,０００円となります。

次のページをお開けください。１８款繰入金、２項特別会計繰入金、３目宅地分

譲事業特別会計繰入金、１節宅地分譲事業特別会計繰入金でございます。５,６６

７万２,０００円を減額しています。宅地分譲事業を特別会計へする予定でござい

ましたが、減額をした結果ゼロ円となるものでございます。

次に、２０款諸収入、４項雑入、２目雑入でございますが、その中で主なものと

いたしまして、市町村振興協会市町村振興事業補助金。これはオータムジャンボの

宝くじでございまして、３６４万３,０００円を計上しております。図書館費に充

てているものでございます。

次のページをお開けください。１８ページでございます。歳出の説明をさせてい

ただきます。これも主なものだけに限らせていただくことといたします。

１９ページ、２款総務費、１項総務管理費、２目文書広報費でございます。１１

節の事業費の中で１８４万８,０００円の減額でございます。印刷製本費ですが、

これは入札による支払金の減でございます。次に、７目企画費、１３節委託料を御

覧ください。２,６３５万６,０００円の増額をしております。これは、先ほどま

ち・ひと・しごとの中で申し上げましたが、先行型によるものでございます。乗合

タクシー運行委託料、これが南関タクシー、要するに町内に１社でありますタクシ

ー会社に委託するものでございます。それから総合戦略策定支援業務委託料、これ

は先ほども申し上げましたが、総合戦略を策定するための支援に委託をするという

もので、アンケートですとか、その他今の人口ビジョンをまず確定、確認をしまし

て、これからのビジョンをどうするか。それからその人口ビジョンに伴う総合戦略

をどう策定をしていくかということの支援をお願いするものでございます。
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このことにつきましては、一応県・国のほうも認めているものでありますが、丸

投げでない限りこれは認めるというふうに条件が付けられております。今回の予算

につきましては、最大でというふうで組ませていただいております。内部の異動は

可能であるということを確認しておりますので、金額についてはこの後だんだんと

詰めてまいりますうちに若干の変更は出てくるものと思われますが、その際にはま

た御説明をさせていただきたいと思っております。

それから運行管理システム導入委託料７３５万５,０００円でございますが、こ

れはシステムの管理でございまして、経路の選択ミスや乗客の乗せ忘れなどがない

ようにカーナビなどを使用して効率的に時間等の設定が可能となるようにするもの

でございます。このシステムの保守委託も併せてＮＴＴ西日本に委託をする予定に

しているものでございます。

それから１８節備品購入費７２２万４,０００円ございます。これは乗合タクシ

ー用として１０人乗りのワゴンタイプを２台予定をしているものでございます。

次のページをお開けください。２０ページでございます。２款総務費、１項総務

管理費、１６目まちづくり推進事業費、２５節積立金でございます。先ほど特別会

計への繰り入れを減額いたしましたので、同額５,６６７万２,０００円をふるさと

づくり基金積立金を減額するということになります。

次に、２１ページ、次のページでございます。２款税務費、町税費２項です。１

目税務総務費、１３節委託料２５４万２,０００円、航空写真撮影業務委託料を減

額しているものでございます。当初、町単独で業務委託をする予定にしておりまし

たが、管内の１市３町の合同で入札をしたということでその入札残でございます。

次に、２３ページをお開けください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福

祉費総務費、２８節繰出金でございます。６０２万２,０００円を増額しておりま

す。国民健康保険の基盤安定繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、決算見込みに

よる増額でございます。

次のページをお開けください。２４ページでございます。３款民生費、１項社会

福祉費、１２目介護保険費、２８節繰出金でございます。３２０万６,０００円を

増額しております。介護保険特別会計繰出金としての追加でございます。介護保険

特別会計の決算見込みによる増額でございます。

次に、２５ページでございます。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、２０節扶助費でございます。５６３万９,０００円を保育所運営費と子育て

世代の臨時特例給付金として決算見込みによる減でございます。

２８ページをお願いいたします。５款農林水産費、１項農業費でございます。４

目農地費、１９節負担金、補助金及び交付金の中で経営体育成支援事業補助金でご
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ざいます。２１６万３,０００円を増額しております。これは、平成２７年度へ繰

越明許するものでございますが、２名の方の支援をするための補助金でございます。

次のページ、５款農林水産業費、１項農業費、２０目人・農地問題解決推進事業

費、１９節負担金、補助金及び交付金でございます。３３７万５,０００円を計上

しております。これは、青年就農給付金として、これも次年度へ繰越明許をするも

のでございます。７５万円の給付金３名、それから夫婦型の１組が１１２万５,０

００円でございますが、合わせたところの給付金でございます。

次のページをお開けください。６款商工費、１項商工費、２目商工振興費でござ

います。１９節、負担金、補助金及び交付金の中で、２,２５７万２,０００円を追

加いたしております。これは先ほど申し上げました地方の消費喚起型によるもので

ございます。プレミアム商品券を発行するということで、南関町商工会へ事業を補

助するものとして増額をしているものでございます。それから３目観光費、１３節

委託費でございます。２３７万５,０００円、これは地方創生先行型の一つでござ

いますが、観光振興強化策、観光の振興を図る目的で、観光動画作成の業務委託費

でございます。

次に、３１ページ、土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費でございます。

１５節工事請負費１,４４４万６,０００円でございます。これは、改良舗装という

ふうになっておりますが、竜瀬橋の橋梁補修工事で繰越明許をしているものでござ

います。

次に、７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費、１５節工事請負費でございま

すが、３,０８５万２,０００円を減額しております。これは、高久野団地改修工事

を予定しておりましたが、本年度は調査設計だけを実施をいたしまして、次年度に

改めて計上する予定でございますので減額をしているものでございます。

次に、３４ページをお開けください。９款教育費、１項社会教育費、６目文化財

費、１３節委託料でございます。これも地方創生の先行型の一つで、観光動画と同

じく枠内に入れて計画をしておりますものですが、文化財として南関城跡、それか

ら御茶屋跡、それから古小代の里の案内板を国際化、要するに日本語で、または英

語で、中国語で、韓国語で表示をするその委託料でございます。

次に、３５ページ、次のページでございます。１０款災害復旧費、１項農林水産

施設災害復旧費、１目農地等災害復旧費、１５節工事請負費４９０万円の減額でご

ざいます。決算見込みによる不用額でございます。

最後のページ、お願いいたします。１０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復

旧費、１目河川等災害復旧費、１５節工事請負費でございます。５９０万円を減額

しております。決算見込みによる不用額でございます。
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あらかたのものだけを説明をさせていただきましたが、以上で南関町一般会計補

正予算（第６号）の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 続きまして、第１６号議案、平成２６年度南関町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）につきまして御説明申し上げます。

今回の予算につきましては、決算見込み等により補正をお願いするものでござい

ます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,７０

７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億９,０８６万２,０

００円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項国民健康保険税１,０４７万円を減額し１億９,４９４万５,０００円と

するものでございます。

３款１項国庫負担金１,０２０万円を減額し２億５,８６２万円とし、２項国庫補

助金３５１万５,０００円を追加し１億５,２８３万１,０００円とするものでござ

います。

４款１項療養給付費等交付金８７９万２,０００円を追加し１億１,５３５万４,

０００円とし、５款１項前期高齢者交付金３,６５２万１,０００円を減額し２億７,

９６９万８,０００円とし、６款１項県負担金７万８,０００円を減額し１,００９

万６,０００円とし、２項県補助金５４２万８,０００円を追加し７,０９３万４,０

００円とし、７款１項共同事業交付金９５３万６,０００円を追加し２億３５２万

５,０００円とするものでございます。

８款１項財産運用収入２万９,０００円を追加し６万７,０００円とし、９款１項

他会計繰入金６０２万２,０００円を追加し７,４９２万５,０００円とし、２項基

金繰入金５００万円を追加し７,０００万円とし、１１款１項延滞金、加算金及び

過料３００万円を追加し３３０万４,０００円とし、３項雑入１１２万３,０００円

を減額し４６万６,０００円とし、歳入合計補正額は１,７０７万円を減額しまして

１４億９,０８６万２,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項総務管理費２０万４,０００円を減額し４２２万３,０００円とするもの

でございます。

２款１項療養諸費１,０７９万７,０００円を減額し９億３７万９,０００円とし、

２項高額療養費２１万８,０００円を減額し１億３,２８１万２,０００円とし、３
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項助産諸費８４万円を減額し５４６万円とし、４項葬祭諸費３０万円を減額し２０

万円とし、６項出産育児諸費１,０００円を減額し３,０００円とするものでござい

ます。

３款１項後期高齢者支援金等は財源組み替えに伴うものでございます。

５款１項老人保健拠出金１,０００円を減額し７,０００円とし、６款１項介護納

付金７万８,０００円を減額し７,１３６万３,０００円とし、７款１項共同事業拠

出金２６万２,０００円を追加し１億９,４５９万６,０００円とするものでござい

ます。

８款１項特定健康診査等事業費２８３万９,０００円を減額し７８６万６,０００

円とし、２項保健事業費４２万８,０００円を減額し４５３万６,０００円とし、９

款１項基金積立金３万円を追加し６万８,０００円とし、１２款１項予備費１６５

万６,０００円を減額し３３０万８,０００円とし、歳出合計補正額１,７０７万円

を減額し１４億９,０８６万２,０００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。主なものについて

御説明を申し上げます。

１款１項１目一般被保険者国民健康保険税、１節医療給付費分現年課税分２３７

万円、２節後期高齢者支援金分現年課税分５３万円、３節介護納付金分現年課税分

４１万円を決算見込み額によりまして、それぞれ減額するものでございます。次に、

２目退職被保険者等国民健康保険税、１節医療給付費分現年課税分４１１万円、２

節後期高齢者支援金分現年課税分１２０万円、３節介護納付金分現年課税分８７万

円をこれも決算見込み額によりましてそれぞれ減額するものでございます。

次の７ページをお願いいたします。３款１項１目療養給付費等負担金、１節現年

度分１,０１２万２,０００円を決算見込み額によりまして減額するものでございま

す。内訳は、療養給付費等負担金１,１７２万円の減額、介護納付金負担金２万４,

０００円の減額、後期高齢者支援金負担金１６２万２,０００円の追加でございま

す。

続きまして、下の３款２項１目財政調整交付金、１節普通調整交付金２５万４,

０００円を減額し、２節特別調整交付金３７６万９,０００円を追加し、次の４款

１項１目療養給付費等交付金に８７９万２,０００円を追加するものでございます。

それぞれ申請額によるものでございます。

８ページをお願いいたします。５款１項１目前期高齢者交付金３,６５２万１,０

００円を確定額によりまして減額するものでございます。中ほどから下になります

６款２項１目２節特別調整交付金に５４２万８,０００円を追加するものでござい

ます。これは平成２５年度現年分の国保税収納率向上等により追加交付されること
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によります。

７款１項１目高額医療費共同事業交付金１,３０２万３,０００円を減額し、２目

保険財政共同安定化事業交付金に２,２５５万９,０００円を追加するもので、それ

ぞれ確定額によるものでございます。

９ページをお願いいたします。９款１項１目一般会計繰入金でございます。決算

見込み額により１節保険基盤安定繰入金に４３７万７,０００円を追加し、４節財

政安定化支援事業繰入金２６０万９,０００円を追加し、次に９款ですね、２項１

目基金繰入金に５００万円を追加するものでございます。これによりまして、基金

の残高は約８００万円ほどとなるものでございます

１１ページをお願いいたします。歳出でございます。

中ほど、２款１項１目１９節一般被保険者療養給付費５００万円、２目１９節退

職被保険者等療養給付費５００万円をそれぞれ執行見込みによりまして減額するも

のでございます。

１２ページをお願いいたします。真ん中の２款３項２目１９節出産育児一時金で

ございます。１５名から１３名の見込みで２名減としまして８４万円を減額するも

のでございます。

次に１ページ飛びまして１４ページをお願いいたします。８款１項１目特定健康

診査等事業費、１３節委託料を、これも決算見込み額によりまして２６８万２,０

００円減額するものでございます。

１５ページをお願いいたします。１２款１項１目予備費１６５万６,０００円を

減額するものでございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 申し訳ございません。この１６号議案の中で誤りがござい

ましたので訂正をさせていただきたいと思います。

１ページ目を御覧いただきますと、平成２７年度南関町国民健康保険特別会計補

正予算となっております。大変申し訳ございません。２６年度に修正をお願いいた

します。この次に、文章本文中にもございます平成２７年度南関町の国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。というふうに、ここも

２７年度となっております。大変申し訳ございません。２６年度に訂正をお願いい

たします。

○議長（酒見 喬君） 今、総務課長からの説明よろしいでしょうか。

［「はい」と呼ぶ者あり］
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○議長（酒見 喬君） それでは次にいきます。建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第１７号議案、平成２６年度南関町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）につきまして御説明いたします

今回の補正は、決算見込みに伴うものでございます。歳入歳出予算の総額からそ

れぞれ２７７万１,０００円を減額し、それぞれの総額を１億５,３２９万５,００

０円とするものでございます。

２ページをお開きください。歳入でございます。

２款繰入金は、１項一般会計繰入金を１５５万２,０００円減額して１億５５５

万１,０００円とするものでございます。

３款諸収入は、２項雑入に２４０万４,０００円を追加し３０４万２,０００円と

し、３項延滞金に５万２,０００円を追加し５万３,０００円とするものでございま

す。

６款分担金は、１項分担金を３３８万円減額して３１２万円とするものでござい

ます。

７款使用料及び手数料は、１項使用料を２９万６,０００円増額して３,００５万

９,０００円とし、２項手数料を３万１,０００円減額して１３万円とするものでご

ざいます。

８款県支出金は、１項県補助金を５６万円減額して１１４万円とするものでござ

います。

歳入合計は２７７万１,０００円を減額し、１億５,３２９万５,０００円とする

ものでございます。

３ページをお願いします。歳出でございます。

１款総務費は、１項総務管理費を２７７万１,０００円減額して６,７１４万５,

０００円とするものでございます。

歳出合計額は、２７７万１,０００円を減額し１億５,３２９万５,０００円とす

るものでございます。

６ページをお願いします。歳入についての説明でございます。

２款繰入金、１項一般会計繰入金は１５５万２,０００円を減額するものです。

３款諸収入、２項雑入は２４０万４,０００円を追加するもので、これは落雷被害

による災害共済金の入になります。３項延滞金につきましては５万２,０００円を

追加するものです。６款分担金につきましては、受益者分担金を３３８万円減額す

るもので、計画より加入者数が少なかったためでございます。７款使用料及び手数

料、１項使用料につきましては、２９万６,０００円を増額し、２項手数料は３万

１,０００円を減額するもので、内訳は工事店指定登録手数料を６万円減額し、督
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促手数料を２万９,０００円増額するものでございます。８款県支出金、１項県補

助金は５６万円を減額するもので、生活排水適正処理重点推進事業補助金を減額す

るものです。

８ページをお願いします。歳出でございます。

１款総務費につきましては、１項総務管理費の１目一般管理費を２７７万１,０

００円減額するもので、内訳は下水道排水設備工事費助成金を１２２万１,０００

円、消費税を１５５万円減額するものでございます。２目の浄化センター管理費に

おいては特定財源を一般財源へ組み替えを行っております。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

続きまして、第１８号議案、平成２６年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして御説明申し上げます。

今回の補正は、決算見込みによるものでございます。

歳入歳出予算の総額からそれぞれ２０万４,０００円を減額し、それぞれ総額を

４８１万１,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。

２款使用料及び手数料を１６万９,０００円減額して１５４万７,０００円とし、

５款繰入金を３万５,０００円減額して３１６万２,０００円とし、歳入合計を４８

１万１,０００円とするものでございます。

３ページ、歳出でございます。

１款総務費を２０万４,０００円減額して２７８万９,０００円とし、歳出合計を

４８１万１,０００円とするものでございます。

６ページをお開きください。歳入についての説明でございます。

２款使用料及び手数料の簡易水道使用料を１６万９,０００円減額し、５款繰入

金、一般会計繰入金を３万５,０００円減額するものでございます。

７ページは歳出でございます。

１款総務費の一般管理費を２０万４,０００円減額することとしております。内

訳は、旅費が１万９,０００円、消耗品が２万円、水質検査委託料が１６万５,００

０円の減額でございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第１９号議案、平成２６年度南関町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）につきまして御説明申し上げます。
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今回の予算につきましては、決算見込み等により補正をお願いするものでござい

ます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５９

７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億４２万

円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

３款１項国庫負担金５４２万８,０００円を追加し２億２,７４９万５,０００円

とし、２項国庫補助金３２６万８,０００円を追加し１億３,６９８万４,０００円

とするものでございます。

４款１項支払基金交付金９０４万９,０００円を追加し３億７,４５０万５,００

０円とし、５款１項県負担金４９６万９,０００円を追加し１億８,４５５万８,０

００円とし、３項県補助金２３万９,０００円を減額し４１４万８,０００円とする

ものでございます。

７款１項一般会計繰入金３２０万６,０００円を追加し１億７,８６１万円とし、

９款４項予防給付費収入２９万４,０００円を追加し７５５万７,０００円とし、

歳入合計補正額は２,５９７万５,０００円を追加いたしまして、１４億４２万円と

するものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項総務管理費９６万６,０００円を追加し１７９万８,０００円とし、３項

介護認定審査会費２６万５,０００円を減額し１,３２８万円とし、２款１項介護サ

ービス等諸費３,１４５万円を追加し１１億１,５３５万３０００円とし、２項介護

予防サービス等諸費１２５万円を減額し７,５１０万６,０００円とし、３項その他

諸費２万８,０００円を追加し１３０万円とし、４項高額介護サービス等費１００

万円を追加し、２,８３９万６,０００円とし、６項特定入所者介護サービス等費７

６万３,０００円を追加し、４,４３０万８,０００円とするものでございます。

次に、４款１項介護予防事業費７８万５,０００円を減額し２,３７２万２,００

０円とし、２項包括的支援事業費７０万６,０００円を減額し６１３万１,０００円

とし、３項居宅介護支援事業費４８万１,０００円を減額し８４９万２,０００円と

し、８款でございます。８款１項予備費４７４万５,０００円を減額し６,２１７万

７,０００円とし、歳出合計補正額２,５９７万５,０００円を追加し、１４億４２

万円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。主なものについて

御説明させていただきます。

まず、３款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分に介護給付費国庫負担金５
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４２万８,０００円を追加するもので、給付費の見込み増の事業費に対する施設分

１５％、その他分２０％を見込んでいるところでございます。

３款２項１目調整交付金３２６万５,０００円を給付費の見込み増に伴います負

担割合により追加するものでございます。

次に、４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分９２７万７,０００円を給

付費の見込み増により追加するものでございます。

下の５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分４９６万９,０００円を追加

するもので、給付費の見込み増の事業費に対する施設分１７.５％、その他分１２.

５％を見込んでいるところでございます。

７ページをお願いいたします。中程になります。７款１項１目介護給付費繰入金

でございます。給付費の見込み増の事業費に対する１２.５％、３９９万８,０００

円を見込んでいるところでございます。

８ページをお願いいたします。歳出でございます。

下になります。下の２款１項１目居宅介護サービス給付費、１９節負担金、補助

及び交付金に２,１６０万８,０００円を、３目施設介護サービス給付費、１９節負

担金、補助及び交付金に１,８７６万円をそれぞれ見込み増により追加するもので

ございます。

９ページをお願いいたします。中ほどの２款１項９目地域密着型介護サービス給

付費、１９節負担金、補助及び交付金８４７万４,０００円を給付費の見込み額に

より減額するものでございます。

続いて１１ページをお願いいたします。上になります。２款４項１目高額介護サ

ービス費、１９節１００万円を見込み増により追加するものでございます。

飛びまして１４ページをお願いいたします。最後のページになります。８款１項

１目予備費４７４万５,０００円を減額するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 延寿荘長。

○延寿荘長（福井隆一君） 第２０号議案、平成２６年度南関町介護サービス事業特別

会計補正予算（第４号）につきまして御説明申し上げます。

今回の補正予算は、決算見込みによりますものでございます。

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,４５８

万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５,３００万

２,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。
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１款１項介護給付費収入を１,２５０万５,０００円減額し、１億５,１８４万２,

０００円とするものでございます。３項自己負担金を２０４万円減額し、２,５２

１万７,０００円とするものでございます。

１０款２項雑入を４万３,０００円減額し、４４万１,０００円とするものでござ

います。

歳入総額１,４５８万８,０００円を減額し、２億５,３００万２,０００円とする

ものでございます。

３ページをお願いします。歳出でございます。

１款１項施設管理費２７０万５,０００円減額し、１億４,９２７万７,０００円

とするものでございます。２項研究研修費３万３,０００円を減額し、９万５,００

０円とするものでございます。

２款１項居宅サービス事業費を５８万５,０００円減額し、５８３万１,０００円

とするものでございます。２項施設介護サービス事業費を４２万８,０００円減額

し、１,８４２万５,０００円とするものでございます。

次に、４款１項予備費として、予算調整いたしまして１,０８３万７,０００円を

減額し、７,５０８万９,０００円とするものでございます。

歳出総額１,４５８万８,０００円を減額し、２億５,３００万２,０００円とする

ものでございます。

６ページをお願いします。歳入でございます。

１款１項１目居宅介護サービス費を１,０２０万５,０００円減額するものでござ

います。内訳として、訪問介護費４８０万５,０００円減額し、通所介護費４１０

万円減額、短期入所生活介護費１３０万円減額。また、２目施設介護サービス費を

２３０万円減額しております。

次に、１款３項１目自己負担金は、２０４万円減額しております。内訳は、訪問

介護５３万４,０００円の減額、通所介護４５万円の減額、短期入所生活介護１７

万円の減額、施設介護は１３万１,０００円の増額としております。５節食費自己

負担金が９５万４,０００円の減額、６節居住費自己負担金が６万３,０００円の減

額となっております。

また、７ページの雑入を４万３,０００円減額しております。

以上が歳入の補正となります。

８ページをお願いします。歳出でございます。

歳出の補正は、不用額による補正となります。

１款１項１目一般管理費を２７０万５,０００円減額するものでございます。主

なものとして、４節共済費を２５万２,０００円減額、７節賃金を２１０万円減額
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するものでございます。

９ページをお願いします。２款１項１目居宅介護サービス事業費、１１節需用費

の燃料費を３５万円減額するものでございます。

最後のページになります。予備費につきましては、予算調整いたしまして１,０

８３万７,０００円減額し７,５０８万９,０００円とするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろし

くお願いします。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第２１号議案、平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計補正予算（第４号）につきまして御説明申し上げます。

今回の補正は、主に決算見込みに伴うものでございます。

歳入歳出予算の総額にそれぞれ３７８万１,０００円を追加し、それぞれの総額

を１億８２７万６,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。

１款分担金及び負担金を８７万５,０００円減額して４３２万５,０００円とし、

２款使用料及び手数料の１項使用料に２２５万２,０００円を追加して２,９６４万

８,０００円とし、２項手数料に２万９,０００円を追加し３万円とし、３款国庫支

出金を５４８万１,０００円増額して１,２５１万９,０００円とし、４款県支出金

に５万２,０００円を追加して２１４万２,０００円とし、５款繰入金に２７１万１,

０００円を追加して３,１３６万４,０００円とし、７款諸収入に３万４,０００円

を追加して３６万７,０００円とし、８款町債を５９０万３,０００円減額して１,

９７９万７,０００円とするものでございます。

歳入合計を３７８万１,０００円増額し、１億８２７万６,０００円とするもので

ございます。

３ページをお願いします。歳出につきましては、１款総務費を４０万円減額して

３,４４６万８,０００円とし、２款事業費を５３７万９,０００円減額して４,８２

１万２,０００円とし、４款予備費に９５６万円を追加して９７６万円とするもの

でございます。

歳出合計は３７８万１,０００円を増額し、１億８２７万６,０００円とするもの

でございます。

６ページをお願いいたします。歳入についての説明でございます。

１款分担金及び負担金につきましては、受益者分担金を８７万５,０００円減額

するもので、これは設置者が計画よりも少なかったためでございます。

２款使用料及び手数料につきましては、１項浄化槽使用料に２２５万２,０００
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円を追加するものでございます。

３款国庫支出金につきましては、浄化槽整備推進事業国庫補助金を５４８万１,

０００円増額するもので、これは決算見込みに伴うものでございます。

飛びまして、５款繰入金につきましては、一般会計繰入金に２７１万１,０００

円を追加いたします。

飛びまして、８款町債は、５９０万３,０００円を減額いたします。決算見込み

に伴うものでございます。

８ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費につきましては、一般管理費を４０万円減額いたします。これは決算

見込みにより、浄化槽のブロワー等の消耗品を減額するものでございます。

２款事業費につきましては、浄化槽建設費を５３７万９,０００円減額しており

ます。主に浄化槽設置工事の不用額の減額でございます。

４款予備費につきましては、９５６万円を追加しております。これにつきまして

は、補助金の年度間調整額の財源となるべきものでございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後２時００分

再開 午後２時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明の途中でありましたので、これを続行します。福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第２２号議案、平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,９２６万４,０００円とす

るものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項後期高齢者医療保険料６万円を追加し７,３７１万円とし、２款１項手

数料１万円を追加し１万２,０００円とし、歳入合計補正額７万円を追加し１億２,

９２６万４,０００円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金６万円を追加し１億２,８４３万１,００
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０円とし、４款１項予備費１万円を追加し３５万２,０００円とし、歳出合計補正

額７万円を追加し１億２,９２６万４,０００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。

１款１項２目普通徴収保険料、２節滞納繰越分に６万円を追加するもので、決算

見込みによるものでございます。

２款１項２目１節督促手数料に１万円を追加するものでございます。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、１９節負担金、補助及び交付金の

被保険者保険料負担金を決算見込みにより６万円を追加し、４款１項１目予備費に

１万円を追加するものでございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 第２３号議案、平成２６年度南関町宅地分譲事

業特別会計補正予算（第１号）について御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額をそれぞれ５,６６７万２,０００円減額し、それぞれ総額を

ゼロ円とするものでございます。

２ページをお開きください。歳入でございます。

１款財産収入は１項財産売払収入を５,６６７万２,０００円減額し、ゼロ円とす

るものでございます。歳入合計も同額となります。

３ページは歳出でございます。

１款事業費は、１項宅地分譲事業費を５,６６７万２,０００円減額し、ゼロ円と

するものでございます。これも歳出合計と同額でございます。

６ページをお開きください。歳入についての説明でございます。

１款財産収入は、１項財産売払収入、１目及び１節土地売払収入を５,６６７万

２,０００円減額してゼロ円とするものでございます。

７ページは歳出でございます。

１款事業費は、１項及び１目宅地分譲事業費、２８節繰出金を５,６６７万２,０

００円減額してゼロ円とするものでございます。

いずれも事業の遅れにより分譲にいたらなかったことによるものでございます。

平成２７年度予算として改めて提案をさせていただくことといたしております。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。
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○総務課長（永松泰子君） 第２４号議案、平成２７年度南関町一般会計予算について

御説明いたします。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０億８４３万円と定めるものでござ

います。前年度は骨格予算でありましたので、５０億５,０７８万７,０００円に対

しまして９億５,７６４万３,０００円の増で、１８.９６％の増となっております。

次のページにお願いいたします。

歳入歳出予算の歳入でございます。１款町税、１項町民税３億１,９２７万９,０

００円、２項固定資産税５億８,１１１万７,０００円、３項軽自動車税３,３７３

万７,０００円、４項町たばこ税７,７３２万２,０００円、７項入湯税１,１６０万

円といたしまして、１款町税合計といたしまして昨年比２,３３４万４,０００円減

額をいたしまして、１０億２,３０５万５,０００円としております。減比は前年比

２.２％減になっております。

２款の地方譲与税、１項地方揮発油譲与税１,９００万円、２項自動車重量譲与

税４,２００万円、合計昨年比４００万円増額をいたしまして、７％の増額で６,１

００万円でございます。

３款利子割交付金でございます。１２０万円を計上しております。２０万円減と

いたしまして１４.３％のマイナスでございます。

５款株式等譲渡所得割交付金でございます。２０万円といたしまして、昨年と同

額でございます。

６款地方消費税交付金でございます。１億４,３６０万円を計上いたしておりま

す。２,０００万円の増額で１６.２％の増でございます。

７款のゴルフ場利用税交付金１,０３０万円でございます。昨年比といたしまし

て６０万円、５.５％を減額しております。

８款自動車取得税交付金７３０万円でございます。前年比２４.７％の減額でご

ざいます。

９款地方特例交付金２３０万円を計上しております。６０万円、３５.３％の増

額でございます。

１０款地方交付税１７億８,０００万円を計上しております。昨年比４,０００万

円の増額で、２.３％の増額でございます。

１１款交通安全対策特別交付金１１５万７,０００円でございます。昨年比１９

万円の減額で１４.１％の減となっております。

１２款分担金及び負担金、１項分担金でございます。３０万円、２項負担金９,

３６０万５,０００円、合計いたしまして９,３９０万５,０００円となっておりま

して、昨年比５５７万５,０００円の減額となっております。５.６％の減でござい
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ます。

１３款使用料及び手数料、使用料１億７０２万円、２項手数料１,４８３万４,０

００円、合計いたしまして１億２,１８５万４,０００円で、昨年比２００万３,０

００円の増額でございます。

１４款国庫支出金、国庫負担金３億４,６２７万６,０００円、２項国庫補助金５

億７,８９５万１,０００円、３項国庫委託金２６１万９,０００円、合計をいたし

まして９億２,７８４万６,０００円ですが、昨年比２億３,４９９万７,０００円の

増額となっております。これは３３.９％の増になっております。

１５款県支出金、１項県負担金２億１,６３０万２,０００円、２項県補助金１億

７,８８６万６,０００円、３項県委託金２,９２０万４,０００円、合計いたします

と４億２,４３７万２,０００円となりますが、昨年比９,４２５万１,０００円、２

８.６％の増でございます。

１６款財産収入といたしまして２５６万円、昨年比１１万１,０００円の減額、

４.１％の減額としております。

１７款寄附金２００万１,０００円としております。昨年から比較をいたします

と９１万円増額をいたしております。

１８款繰入金、１項基金繰入金２億６,７５３万円、２項特別会計繰入金５,６６

７万２,０００円、合計３億２,４２０万２,０００円となっておりますが、合計額

昨年比ですが、１億７,７３８万６,０００円の増となっております。

１９款繰越金、１億円を見込んでおります。昨年と同額でございます。

２０款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料５２万７,０００円、２項町預金利

子２０万円、３項受託事業収入７８５万９,０００円、４項雑入１億１,３０９万２,

０００円となっておりまして、合計１億２,１６７万８,０００円、１億１７１万６,

０００円の増となっております。

２１款町債でございます。８億５,８９０万円を計上しておりますが、前年比３

億１,４２０万円の増となっております。

歳入合計は、６０億８４３万円となっているところでございます。

歳出です。１款議会費、１項議会費でございます。８,９４４万９,０００円、４.

１％の増となっております。

２款総務費、１項総務管理費５億４,０９７万８,０００円、２項徴税費１億６０

４万３,０００円、３項戸籍住民基本台帳費２,４０４万５,０００円、４項選挙費

１,８９８万６,０００円、５項統計調査費９９３万８,０００円、６項監査委員費

１３７万８,０００円、合計いたしますと総合計が７億１３６万８,０００円となり

まして、昨年比８,３０２万９,０００円、１３.４％の増でございます。
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○議長（酒見 喬君） 総務課長にお願いします。昨年度の金額はいいですから何パ

ーセントのプラスマイナスで言ってください。

○総務課長（永松泰子君） 承知しました。

３款民生費、１項社会福祉費１１億７,６６４万円、２項児童福祉費４億６,７７

９万９,０００円、合計１６億４,４４３万９,０００円で１.９％の増でございます。

４款衛生費、１項保健衛生費２億４,５１９万４,０００円、２項清掃費２億１,

７０８万８,０００円、３項水道費２９２万３,０００円、合計が４億６,５２０万

５,０００円で４２.４％の減額でございます。

６款農林水産業費、１項農業費２億７,６７３万９,０００円、２項林業費１,１

５８万４,０００円、合計２億８,８３２万３,０００円で２９.２％の増額でござい

ます。

６款商工費、１項商工費８,８７６万円でございます。１７.８％の増でございま

す。

７款土木費、１項土木管理費７,８８０万１,０００円、２項道路橋梁費９億３,

５６４万２,０００円、３項河川費４１０万７,０００円、４項住宅費７,４９８万

２,０００円、５項下水道費１億１,６３９万４,０００円、６項浄化槽整備推進事

業費２,７５７万２,０００円、総合計が１２億３,７４９万８,０００円で３５６.

６％の増でございます。

８款消防費、１項消防費、２億６３万６,０００円でございます。１７.５％の増

でございます。

９款教育費、１項教育総務費４,２２９万８,０００円、２項小学校費９,６５６

万５,０００円、３項中学校費９,５６３万４,０００円、４項社会教育費１億３６

７万９,０００円、５項保健体育費２億９,１７８万１,０００円、合計６億２,９９

５万７,０００円です。１３.９％の増になっております。

１０款災害復旧費は、存目で同様でございまして、１項農林水産施設災害復旧費

１,０００円、２項公共土木施設災害復旧費１,０００円、合計２,０００円で前年

度と変わりません。

１１款公債費、１項公債費は６億５,４７６万７,０００円、前年比５％の増でご

ざいます。

１２款予備費、８０２万６,０００円でございます。前年比０.８％の増でござい

ます。

合計６０億８４３万円、１８.９６％の増となっております。

次に、７ページ、債務負担行為、これは継続契約を締結したもの、またはする予

定のものでございます。
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次のページをお開けください。８ページでございます。

地方債は第３表のとおりでございます。

次に、１１ページをお開きください。歳入でございます。主なものだけを御説明

いたします。

１款町税、１項町民税、１目個人、節で申し上げます。現年課税分２億６,２４

５万４,０００円です。２目法人税、１節現年課税分５,４８２万４,０００円、法

人の２２５社分でございます。

同じく１款町税、２項の固定資産税でございます。１目固定資産税の現年課税分

が５億７,７９５万１,０００円としております。平成２７年度が評価替えによるも

のでございます。

同じく町税３項軽自動車税、１目軽自動車税の現年課税分といたしまして、３,

３５３万７,０００円を計上しております。

次のページ、６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交

付金でございます。１億４,３６０万円でございます。従来分が９,８９０万円と増

税分が４,４７０万円でございます。

次のページをお開けください。１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交

付税の１節でございます。１７億８,０００万円としております。これは、昨年比

２.３％の増となっております。

１２款分担金及び負担金、２項負担金、２目民生費負担金でございます。児童福

祉費負担金、節の中で放課後健全育成事業等負担金２０１万円を計上しております

が、月５,０００円掛けるの３０人掛けるの十一月としております。それから保育

所利用者負担金につきましては、２７年度の入所見込み児童数を３,１６８人と見

込んで４,４６８万６,０００円としているものでございます。

それから３節老人福祉費負担金の老人ホーム市町村負担金につきまして、入所者

１８人の十二月で計上しております。３,２２２万円でございます。

３目衛生費負担金です。１節保健衛生費負担金、火葬場の和水町の負担金でござ

いますが、管理費から収入を差し引きまして４割の負担分で６２１万３,０００円

としております。

次のページをお開けください。１６ページでございます。１３款使用料及び手数

料、２項手数料の中の３目衛生費手数料といたしまして、ごみ収集手数料がござい

ます。３種類の袋及び粗大ごみシール代で７９２万４,０００円を計上していると

ころでございます。

１７ページ、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でござ

います。この社会福祉費国庫負担金の中で障害者総合支援給付費国庫負担金は、国
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庫が２分の１を負担するもので、１億３,５４２万５,０００円となっております。

３節の児童福祉費国庫負担金も保育所等の給付費国庫負担金でございますが、こ

れも国の町支弁額から国基準額を差し引いた残額の２分の１ということで８,５０

３万３,０００円を計上いたしております。

１３節児童手当国庫負担金でございます。ゼロ歳から３歳までが１９４人、３歳

以上小学校終了までが６２９名、中学生が２４９名、特例給付が１１名ございます。

合わせて１億３５５万６,０００円でございます。この国庫は約３分の２を負担す

るものでございます。

１４款国庫支出金、２項国庫補助金でございます。１目総務費国庫補助金で、社

会保障税番号制度事務費補助金がございます。これは１００％補助でございまして、

地方公共団体情報システム機構に委託するものでございます。２目民生費国庫補助

金、１節社会福祉費国庫補助金の中で、臨時福祉給費金給付事業国庫補助金、これ

も１００％でございます。低所得者層へ一人当たり６,０００円を支給すると、そ

れ及び事務費でございまして２,０２１万４,０００円を計上しております。

同じく、３節児童福祉費国庫補助金になります。子育て世帯臨時特例給付事業補

助金、これも１００％でございまして、児童手当の受給者を対象にしております。

１,２００人掛ける３,０００円と、それから事務費を入れまして４６３万７,００

０円を計上いたしております。

次のページをお開けください。１４款国庫支出金、国庫補助金２項です。１節道

路橋梁国庫補助金でございます。これは、５億２１９万７,０００円といたしまし

て、社会資本整備総合交付金と防災安全交付金の大体うちの歳出の予算の６割を補

助としてそこに計上いたしています。

それから同じく２節住宅費国庫補助金でございますが、社会資本整備交付金とし

て２,１２７万円を計上しております。これは高久野団地の外壁の改修工事の２分

の１ということにしております。

それから５目消防費国庫補助金でございます。７５０万円を消防防災施設整備費

補助金に計上いたしておりますが、防火水槽３基分の２分の１を計上させていただ

いております。

次の１９ページ、１５款県支出金、県負担金、１目民生費県負担金でございます。

先ほど国の分で申し上げましたが、社会福祉費の県負担金といたしまして障害者総

合支援給付費県負担金は県が４分の１を負担します。６,８７６万２,０００円です。

続きまして、３節の児童福祉費県負担金、こちらも保育所の給付費の県負担金で

ございます。県は４分の１の負担金で４,２５１万６,０００円でございます。それ

から１３節児童手当県負担金２,２５９万２,０００円、先ほど申し上げました合計
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１,０８３名の６分の１でございます。

次のページ、２０ページをお開けください。１５款県支出金、２項県補助金、３

目衛生費県補助金でございます。２節環境対策費県補助金といたしまして５,００

０万円、産業廃棄物処理施設モデル事業交付金として熊本県から補助を受けるもの

でございます。

続きまして、２１ページ、１５款県支出金、３項県委託金、１目総務費県委託金

の次のページをお開けください。５節の選挙費県委託金でございます。熊本県知事

選挙県委託金でございますが、６０７万４,０００円を計上いたしております。平

成２８年３月の末に執行予定の県の委託金でございます。

続きまして、次のページ、１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰

入金でございます。２億４,０００万円を繰り入れる予定としております。一般財

源に充てるもので、事業といたしまして優先順位を付けてどうしても先送りできな

い事業を実施するようにしておりますが、財政が厳しい状況にあるということでご

ざいます。次に、３目ふるさとづくり基金繰入金ですが、２,７３３万円を計上し

ております。これは渇水対策などに充てるものでございます。

１８款繰入金、２項特別会計繰入金でございます。３目宅地分譲事業特別会計繰

入金でございます。５,６６７万２,０００円を計上いたしております。宅地分譲の

際、売り払い分を特別会計から一般会計へ繰り入れるものでございます。後にこの

同額をふるさとづくり基金に積み立てるものとしております。

次、１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で純繰越金を昨年度と同様１億円を

見込んでいるところでございます。

次のページ、２０款諸収入、４項雑入、２目雑入でございます。中ほどにスポー

ツ振興くじ地域スポーツ施設整備助成金１億円とございます。通称ＴＯＴＯと呼ば

れているものでＢ＆Ｇのプール改修の一部に充てるものでございます。

２８ページをお開けください。歳出でございます。これも主なものだけ、節部分

で御説明をさせていただきます。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、ただいまから東日本大震災の被害により

犠牲となられました方々の御冥福を祈り、１分間の黙祷をささげたいと思います。

皆さま御起立をお願いします。

黙祷。

（黙祷）

○議長（酒見 喬君） 黙祷終わります。御着席ください。

説明を続けてください。

○総務課長（永松泰子君） 歳出でございます。主なものだけを御説明をいたします。
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２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。１節の報酬でござ

います。区長報酬を１,５７３万５,０００円計上しております。これは４,８００

円掛ける３,２７８戸分で計上いたしております。

次のページをお開けいただいて、３１ページを御覧ください。１９節負担金、補

助及び交付金でございます。中ほどに有明広域行政事務組合共通経費負担金としま

して９１２万円を計上しているものでございます。

続きまして、３３ページをお開けください。同じく総務管理費の中の５目財産管

理費でございます。１５節工事請負費８０１万７,０００円を計上いたしておりま

す。これは、施設整備工事といたしまして、庁舎書庫の賃貸借契約が満了になるこ

とによりまして返還をする必要があります。それで書庫を解体するための工事でご

ざいます。また、現状の回復をする工事も含めております。

続きまして、次のページ、３４ページをお開けください。１３節委託料でござい

ます。この中の路線バス運行委託料１,０９１万円を計上しておりますが、これは

西鉄の西鉄バス大牟田に委託をしております庄山線の委託料でございます。同じく

１９節負担金、補助及び交付金でございます。地方バス運行等特別対策運行費の補

助金でございますが、２,８９５万８,０００円でございます。産交バスと西鉄バス

への補助金でございます。

それから一番下、社会保証税番号制度事務負担金といたしまして３６７万９,０

００円ですが、先ほど歳入のほうで申し上げました地方公共団体情報システム機構

へ支払うものでございます。

次に、３６ページをお開けください。同じく一般管理費の１２目電子計算費でご

ざいます。１３節委託料の中で２,５０４万８,０００円を計上いたしております。

総合行政システムの機器の賃貸借契約期間が平成２７年１１月末で終了いたします。

それで、そのところで今回、機器を更新する必要がありましたが、１２月からクラ

ウドシステムへ移行することとして、今回計上させていただいております。中身に

つきましては、システム委託料ですとか、そこの中には４月から１１月までの委託

料と、それから今回クラウドシステムに変えることに伴う委託料等が入っているも

のでございます。

それから１４節使用料及び賃借料２,５０５万５,０００円としておりますが、こ

れもこの中の総合行政システム機器等賃借料が２,１１８万３,０００円ということ

で、これもクラウドシステム移行によるものが影響するものでございます。

３７ページでございます。１６目まちづくり推進事業費でございます。１５節工

事請負費に１,２００万円を計上いたしております。これはグリーンヒル二城の飲

料水供給施設として井戸の掘削工事でございます。
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次のページをお開けください。３８ページでございます。先ほどから何度かこの

金額が出ておりますが、２５節積立金でございます。５,６６７万２,０００円、南

関町ふるさとづくり基金積立金に積み立てるものでございます。分譲した支払金額

を特会に入りますので、特別会計から一般会計へ入れて、一般会計からふるさとづ

くり基金へ積み立てるものでございます。

続きまして、総務費２項の町税費の中の２目で賦課徴収費でございまして、１３

節委託料を御覧ください。土地家屋評価委託料としております。家屋と土地の評価

及び不動産公売物件の鑑定も含めて５４４万８,０００円を計上いたしておるとこ

ろでございます。

次は、飛びますが４２ページをお開けください。２款総務費、４項選挙費、６目

熊本県知事選挙費でございます。総額６０７万４,０００円を計上いたしておりま

す。平成２８年３月末に執行予定となっております熊本県知事選挙用でございます。

続きまして、４４ページをお開けください。２款総務費、５項統計調査費で８目

でございます。国勢調査費といたしまして４５４万円を計上しております。平成２

７年１０月１日を基準日として国勢調査を行いますので、その経費でございます。

次は、４７ページをお開けください。３款民生費、１項社会福祉費、１９節負担

金、補助金及び交付金の三つ目でございます。先ほど歳入のところでも申し上げま

したが、臨時福祉給付金として１,８００万円を計上しております。消費税負担緩

和のために低所得者へ一人当たり６,０００円を支給するものでございます。

次に、４９ページをお開けください。３款民生費、１項社会福祉費の２８節繰出

金でございます。保険基盤安定繰出金、国民健康保険特別会計繰出金として、７,

５２９万６,０００円を計上しておりますが、昨年比６８３万６,０００円の増、９.

９％の増でございます。

飛んで、５５ページへお願いします。同じく１２目介護保険費でございます。２

８節繰出金１億８,４９４万７,０００円を介護保険特別会計繰出金として計上して

いるところですが、昨年比１,９００万７,０００円を増額いたしております。５.

８％の増としております。

次のページをお開けください。同じく繰出金でございますが、５,６４８万５,０

００円を計上しております。後期高齢者特別会計の繰り出しになるわけですが、昨

年比４６万３,０００円増で０.８％の増額でございます。

続きまして、５７ページ、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の

１９節負担金、補助及び交付金でございますが、下から２行目を御覧ください。私

立保育所等給付費負担金として２億３,００６万２,０００円を計上しております。

これは、こどもの丘保育園に１億９,８２３万５,８００円、ひまわり幼稚園に３,
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１８２万５,５００円を負担するものでございます。

続きまして、５９ページをお願いいたします。４款衛生費、１項保健衛生費、２

目予防費、１３節委託料でございます。予防接種委託料として２,５５７万９,００

０円を計上いたしております。

次に、６１ページをお開けください。４款衛生費、１項保健衛生費、委託料の一

番下の部分でございます。火葬場の整備をするに当たりまして、基本計画を策定す

る業務委託料で４３２万円を計上しているところでございます。

続きまして、６３ページをお開けください。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃

総務費、１９節負担金、補助及び交付金でございます。これは金額が非常に大きい

ものですからここに上げさせていただきますが、有明広域行政事務組合清掃施設管

理運営費負担金が８,９７５万４,０００円、有明広域行政事務組合衛生費負担金が

４,１０１万円でございます。そして、有明広域行政事務組合１市３町清掃施設建

設費負担金が４,２７５万８,０００円を計上しているところでございます。

同じく清掃費の中の２目塵芥処理費、１３節委託料でごみ収集委託料といたしま

して２,７４４万４,０００円を計上いたしております。

次のページをお開けください。６４ページでございます。４款衛生費、３項水道

費、２目簡易水道施設費に簡易水道特別会計に繰り出すものでございますが、２９

２万３,０００円、これは昨年と同額でございます。

次に６７ページをお開けください。５款農林水産業費、１項農業費、１９節負担

金、補助及び交付金でございますが、町土地改良区の補助金といたしまして、１,

５２５万７,０００円、県営土地改良事業負担金といたしまして２,２００万円、多

面的機能支払事業といたしまして３,６６８万６,０００円を計上いたしております。

次に、７０ページをお開けください。１５目の中山間地域対策事業費の中の１９

節負担金、補助金及び交付金でございます。４,００６万円を計上しておりますが、

中山間地域等直接支払交付金といたしまして、急傾斜地及び緩傾斜地の田畑を対象

に交付をするものでございます。

それから同じページ、２０目人・農地問題解決推進事業費の１９節でございます。

負担金、補助及び交付金でございますが、１,２７５万円を計上しております。青

年就農給付金で個人として７人、夫婦型１組分でございます。

次は、７２ページをお開けください。６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、

１９節負担金、補助及び交付金でございます。商工会への補助５００万、ＴＭＯ事

業補助金といたしまして１４４万円、合計６４４万円を計上しているものでござい

ます。

次に、７５ページをお開けください。６款商工費、１項商工費、１１目南の関う
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から館費でございます。１３節委託料１,４５０万円は指定管理料といたしまして、

株式会社グッドスタッフに対して支払うものでございます。１５節工事請負費１,

１２０万２,０００円は、南の関うから館の営繕工事といたしまして大浴場照明更

新等でございます。

次は、７７ページをお開けください。７款土木費、２項道路橋りょう費、２目道

路維持費で１５節工事請負費でございます。４,５４０万円維持工事としてあげて

おりますが、これは各校区の維持補修等でございます。

次に、３目道路新設改良費、１３節委託料の一番下になります道路改良事業委託

料。これは６月ぐらいに協定をまた新たに結び、委託の契約を熊本県とする予定に

しております町道米田・鬼王線の事業を県に委託するもので、５億１,６７９万８,

０００円を計上しております。

それから１５節の工事請負費、２億７,５９９万円は改良舗装工事等でございま

すが、関村・田原線、これは延長３００メートルでございます。厳・今線の改良延

長１７１メートル、舗装６００メートルほか５路線でございます。

１７節公有財産購入でございます。５,２５０万８,０００円を用地費として計上

しておりますが、墨摺川用地費などでございます。

次に、７９ページをお開けください。７款土木費、４項住宅費、１５節工事請負

費でございます。４,６７９万４,０００円を計上しておりますが、長寿命化型改善

工事で高久野団地屋上及び外壁の改修工事でございます。

それから２５節積立金といたしまして１,００１万６,０００円を定住促進住宅整

備改修費基金積立金としております。現在の積立額は３,００１万５,０４２円でご

ざいます。

次に、７款土木費、５項下水道費、１目下水道整備費の繰出金でございますが、

１億１,６３９万４,０００円を繰り出す予定にしております。昨年比９.３％の増

でございます。

同じく土木費でございます。６項浄化槽整備推進事業費、この浄化槽整備推進事

業特別会計繰出金といたしまして、２,７５７万２,０００円を繰り出すこととして

おりますが、昨年比０.６％の減でございます。

次のページをお開けください。８０ページでございます。８款消防費、１項消防

費、１目常備消防費でございます。１９節負担金、補助及び交付金に１億２,６５

２万８,０００円を計上しておりますが、そのうち有明広域行政事務組合消防費負

担金が１億２,０７３万５,０００円でございます。

次に、２目非常消防費でございます。１節報酬に１,３２５万７,０００円を消防

団員報酬としております。現在の消防団員は４８５名でございますが、５００名分
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として予算化をいたしているところでございます。

次に、３目消防施設費、１５節工事請負費でございます。１,８２５万円を計上

しておりますが、防火水槽の建設及び防火水槽の上蓋設置の工事でございます。上

蓋設置は５カ所、それから防火水槽の新設は３カ所を見込んでおります。

続きまして、飛びますが、８９ページをお開けください。９款教育費、３項中学

校費でございます。１５節工事請負費５,４６８万８,０００円を施設整備工事とし

て上げておりますが、南関中学校の普通教室の空調設置の工事でございます。

次に、９６ページをお開けください。社会教育費の中の１１目教育活動促進事業

費でございます。８節報償費といたしまして、学校応援団や放課後子ども教室のコ

ーディネーターへの謝礼ということで２９９万９,０００円を計上しているところ

でございます。

それから同じく９款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費の８節報償費

に２０３万３,０００円を計上しておりますが、このうちには小学校の運動部を社

会体育へ移行させるための運動部活動地域連携再構築研究協議会というのを発足さ

せておりますが、その謝礼等も含まれているところでございます。

続きまして、１０１ページをお開けください。９款教育費、５項保健体育費、３

目海洋センター施設費でございます。その１５節工事請負費でございますが、２億

１,９９８万９,０００円、施設整備工事費としてＢ＆Ｇプールの改修工事をする予

定にしております。

続きまして、１０２ページをお開けください。１１款公債費、１項公債費、１目

元金、２３節償還金、利子及び割引料といたしまして５億９,１４８万５,０００円

を地方債の元金償還金として計上いたし、また２目で利子といたしまして６,３２

８万２,０００円として利息を６,２６８万７,０００円を計上いたしたところでご

ざいます。

以上で、平成２７年度南関町一般会計予算につきましての説明を終わらせていた

だきます。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） ここで暫時休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後３時１２分

再開 午後３時２４分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

提案理由の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第２５号議案、平成２７年度南関町国民健康保険特別会計
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予算につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６億,

３,００４万２,０００円と定めるものでございます。前年度対比１０.５２％増の

予算編成とさせていただいております。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項国民健康保険税２億３,３３８万４,０００円でございます。前年度対比

１３.６２％の増でございます。

２款１項手数料２０万円でございます。前年と同額でございます。

３款１項国庫負担金２億６,６３２万５,０００円でございます。前年度対比マイ

ナス０.９３％でございます。２項国庫補助金１億５,４０６万９,０００円でござ

います。前年度対比３.１８％の増でございます。

４款１項療養給付費等交付金８,６５５万２,０００円でございます。前年度対比

マイナス１８.７８％でございます。

５款１項前期高齢者交付金３億２,０３７万２,０００円でございます。前年度対

比１.３１％の増でございます。

６款１項県負担金１,１７５万６,０００円でございます。前年度対比１５.５

５％の増でございます。２項県補助金７,２２８万３,０００円でございます。前年

度対比１０.３５％の増でございます。

７款１項共同事業交付金４億８７７万８,０００円でございます。前年度対比１

０.７２％の増でございます。

９款１項他会計繰入金７,５２９万６,０００円でございます。前年度対比マイナ

ス４３.５８％でございます。

１０款１項繰越金２,０００円でございます。

１１款１項延滞金加算金及び過料３０万４,０００円でございます。３項雑入７

２万１,０００円でございます。

歳入合計金額１６億３,００４万２,０００円を計上するものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費４５５万４,０００円で、前年度対比９.８９％の増でございます。１

項総務管理費４４２万６,０００円、３項運営協議会費１２万８,０００円でござい

ます。

２款保険給付費１０億１,４５５万４,０００円で、前年度対比マイナス１.２

３％でございます。１項療養諸費８億８,００５万９,０００円、２項高額療養費１

億２,８６３万円、３項助産諸費５４６万円、４項葬祭諸費４０万円、５項移送費

２,０００円、６項出産育児諸費３,０００円でございます。



－ 6 1 －

３款１項後期高齢者支援金等１億６,７５５万５,０００円でございます。前年度

対比５.５２％の増でございます。

４款１項前期高齢者納付金等１７万２,０００円でございます。前年度対比４９.

５７％の増でございます。

５款１項老人保健拠出金７,０００円でございます。前年度対比マイナス１２．

５％でございます。

６款１項介護納付金６,９０４万２,０００円でございます。前年度対比、マイナ

ス３.３６％でございます。

７款１項共同事業拠出金３億４,７９６万６,０００円でございます。前年度対比

７９.２８％の増でございます。

８款保健事業費１,８５３万６,０００円で、前年度対比１８.６％の増でござい

ます。１項特定健康診査等事業費１,０１９万２,０００円、２項保健事業費８３４

万４,０００円でございます。

１１款１項償還金、及び還付加算金６０万５,０００円でございます。前年度と

同額でございます。

４ページをお願いいたします。１２款１項予備費といたしまして７０５万１,０

００円でございます。

歳出合計金額１６億３,００４万２,０００円を計上するものでございます。

７ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。主なものについて

御説明を申し上げます。

１款１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。１節医療給付費分現年

課税分１億３,９７４万７,０００円、２節後期高齢者支援金分現年課税分４,６２

８万２,０００円、３節介護納付金分現年度課税分１,４５１万９,０００円を見込

んでいるところでございます。２目退職被保険者等国民健康保険税、１節医療給付

費分現年度課税分１,４１９万１,０００円、２節後期高齢者支援金分現年課税分４

８０万３,０００円、３節介護納付金分現年課税分３３４万２,０００円を見込んで

いるところでございます。これらにつきましては、平成２７年度からの国保税率の

改定を見込んでの計上でございます。

８ページをお願いいたします。中ほどの３款１項１目療養給付費等負担金、１節

現年度分２億５,４５６万８,０００円でございます。主なものといたしまして、療

養給付費等負担金の１億８,６７７万９,０００円でございます。下の２目１節の高

額医療費共同事業国庫負担金９９９万９,０００円でございます。給付費の４分の

１の補助でございます。

続きまして、３款２項１目財政調整交付金でございます。１節普通調整交付金１
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億２,２２０万４,０００円、２節特別調整交付金３,１８６万５,０００円を見込ん

でいるところでございます。

９ページをお願いいたします。４款１項１目療養給付費等交付金でございます。

１節現年度分８,６５５万１,０００円でございます。

５款１項１目前期高齢者交付金でございます。１節現年度分３億２,０３７万１,

０００円でございます。

中段から下になります。６款２項１目財政調整交付金でございます。１節普通調

整交付金６,７６７万４,０００円、２節特別調整交付金４６０万９,０００円でご

ざいます。

下の７款１項１目１節高額療養共同事業交付金１,９５８万６,０００円でござい

ます。

１０ページをお願いいたします。上から２目保険財政共同安定化事業交付金３億

８,９１９万２,０００円でございます。

９款１項１目一般会計繰入金でございます。１節保険基盤安定繰入金４,９０８

万７,０００円、４節財政安定化支援事業繰入金１,８０１万５,０００円を見込ん

でいるところでございます。

１３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１３ページ中ほどの２款１項１目一般被保険者療養給付費、１９節８億６００万

円、２目退職被保険者等療養給付費、１９節６,６００万円を見込んでいるところ

でございます。

２款２項１目一般被保険者高額療養費、１９節１億１,７６０万円、２目、一番

下になりますが、退職被保険者等高額療養費、１９節１,０８０万円を見込んでい

るところでございます。

１４ページをお願いいたします。１４ページ中ほどの２款３項２目出産育児一時

金、１９節５４６万円でございます。これは１３名分を見込んでのことでございま

す。

１５ページをお願いいたします。これも中ほどの３款１項１目後期高齢者支援金

でございます。１９節１億６,７５４万４,０００円でございます。

１６ページをお願いいたします。中ほどで、６款１項１目介護納付金でございま

す。１９節６,９０４万２,０００円でございます。

下の７款１項１目高額医療費拠出金、１９節４,０４９万８,０００円でございま

す。主なものといたしまして、高額医療費共同事業医療費拠出金３,９９９万８,０

００円でございます。

１７ページをお願いいたします。上から８款１項１目特定健康診査等事業費でご
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ざいます。１３節委託料９３５万７,０００円で健康診査委託料として計上させて

いただいております。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第２６号議案、平成２７年度南関町公共下水道事業特別会

計予算につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額を１億６,２００万７,０００円と

するものでございます。前年度予算と比べ６.１％の増となっております。

２ページをお願いします。歳入でございます。

２款繰入金が１億１,６３９万４,０００円、一般会計繰入金でございます。９.

３％の増でございます。

３款諸収入が１,０００円、延滞金でございます。同額でございます。

４款町債が７８０万円でございます。１０.３％の減です。

６款分担金が６５０万円、加入分担金でございます。前年と同額でございます。

７款使用料及び手数料が３,０３１万２,０００円、使用料、手数料でございます。

１.３％の増でございます。

８款県支出金が１００万円、公共下水道費県補助金でございます。前年と同額で

ございます。

歳入合計が１億６,２００万７,０００円でございます。６.１％の増でございま

す。

３ページ、歳出でございます。

１款総務費が６,８８７万１,０００円、総務管理費でございます。０.７％の増

でございます。

２款事業費が１,５５９万６,０００円、公共下水道事業費でございます。これに

つきましては２０４.９％の増となっております。

３款公債費が７,６５４万円でございます。１.９％の減となっております。

４款予備費が１００万円でございます。これは前年と同額でございます。

歳出合計が１億６,２００万７,０００円でございます。６.１％の増でございま

す。

４ページの第３表地方債につきまして説明いたします。公共下水道事業のため限

度額を７８０万円とするものでございます。

７ページをお願いします。歳入についての説明でございます。

２款繰入金は１億１,６３９万４,０００円、一般会計繰入金で前年度より９９２
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万１,０００円の増でございます。

３款諸収入の延滞金は１,０００円で前年度同額でございます。

４款町債は、公共下水道債が７８０万円で前年度より９０万の減額でございます。

６款分担金は６５０万円、受益者分担金で前年度と同額でございます。

７款使用料及び手数料は、１項使用料が総務費使用料３,０２０万１,０００円で、

前年度より４３万８,０００円の増額でございます。２項手数料が総務手数料１１

万１,０００円で、これにつきましては指定工事店登録手数料などで、前年度より

５万円の減額でございます。

次ページをお願いします。８款県支出金は、公共下水道費県補助金が１００万円

で、生活排水適正処理重点推進事業補助金で、前年度と同額でございます。

９ページをお願いします。歳出についての説明でございます。

１款総務費は、１目一般管理費が５８２万６,０００円で、前年度より１３６万

５,０００円の増額でございます。これは消費税の増額見込みによるものです。ま

た、主なものといたしましては、１９節負担金、補助及び交付金に下水道排水設備

工事費助成金として２００万円、２７節公債費に消費税分として３４０万円を計上

いたしております。２目浄化センター管理費が６,３０４万５,０００円で、前年度

より８８万４,０００円の減額でございます。主な内容といたしましては、１３節

の設計委託料の８７１万６,０００円と浄化センター維持管理業務委託料の４,４２

８万円でございます。

２款事業費は、公共下水道建設費の１,５５９万６,０００円で、前年度より１,

０４８万１,０００円の増額でございます。１３節の下水道事業計画策定業務委託

料として９９１万５,０００円を計上いたしております。

３款公債費は、地方債の元金償還金が６,２７７万２,０００円で、前年度より５

４万２,０００円の減額、利子償還金が１,３７６万８,０００円で、前年度より１,

００１万１,０００円の減額でございます。

４款予備費が１００万円で前年度と同額でございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

続きまして、第２７号議案、平成２７年度南関町簡易水道事業特別会計予算につ

きまして御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額を４６０万５,０００円とす

るものでございます。前年度と比べ２４.９％の減となっております。

２ページをお願いいたします。２款使用料及び手数料が１６８万１,０００円。

これは使用料、手数料でございます。前年比２％の減でございます。
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５款繰入金が２９２万３,０００円、一般会計繰入金でございます。３２％の減

となっております。

６款諸収入が１,０００円で、延滞金、加算金及び過料でございます。９９％の

減となっております。

歳入合計が４６０万５,０００円でございます。２４.９％の減でございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費が２５８万３,０００円で総務管理費でございます。３７.２％の減で

ございます。３款公債費が１８２万２,０００円でございます。前年と同額でござ

います。４款予備費が２０万円でございます。前年と同額でございます。

歳出合計が４６０万５,０００円でございます。２４.９％の減でございます。

６ページをお開きください。歳入についての説明でございます。

２款使用料及び手数料は、１項簡易水道使用料が１６８万円で、前年度より３万

６,０００円の減額です。２項簡易水道手数料が督促手数料１,０００円で前年度と

同額でございます。

５款繰入金は一般会計繰入金が２９２万３,０００円で、前年度より１３９万７,

０００円の減額でございます。

６款諸収入、延滞金が１,０００円で前年度と同額でございます。６款の諸収入

の雑入は廃項としております。

７ページをお願いいたします。歳出についての説明でございます。

１款総務費は、一般管理費が２５８万３,０００円で、前年度より１５３万３,０

００円の減額でございます。主な減額理由は、人件費の減額と修繕費の減額、それ

に昨年度は水道管理者の資格取得に費用がかかったためでございます。

３款公債費は、地方債の元金償還金が１２６万８,０００円で、前年度より４万

２,０００円の増額、利子償還金が５５万４,０００円で、前年度より４万２,００

０円の減額でございます。

４款予備費が２０万円で、前年度と同額でございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第２８号議案、平成２７年度南関町介護保険事業特別会計

予算につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億

６,４１０万６,０００円と定めるものでございます。前年度対比４.３２％増の予

算編成とさせていただいております。
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２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項介護保険料２億２,３８４万２,０００円でございます。前年度対比１６.

８５％の増でございます。

２款１項手数料１万円でございます。前年と同額でございます。２項使用料１５

万３,０００円でございます。前年度対比マイナス１３.５６％でございます。

３款１項国庫負担金２億３,０７１万１,０００円でございます。前年度対比４.

０９％の増でございます。２項国庫補助金１億３,９６２万４,０００円でございま

す。前年度対比４.５８％の増でございます。

４款１項支払基金交付金３億６,６３１万円でございます。前年度対比０.４％の

増でございます。

５款１項県負担金１億８,６３１万７,０００円でございます。前年度対比３.

９％の増でございます。３項県補助金４５１万９,０００円でございます。前年度

対比３.０１％の増でございます。

６款１項財産運用収入２万６,０００円でございます。前年度対比２３.８１％の

増でございます。

７款１項一般会計繰入金１億８,４９４万７,０００円でございます。前年度対比

５.７７％の増でございます。２項基金繰入金１,０００万円でございます。前年度

と同額でございます。

８款１項繰越金１,０００万円でございます。前年度対比マイナス５０％でござ

います。

９款１項延滞金、加算金及び過料３,０００円でございます。前年と同額でござ

います。３項雑入６万２,０００円ございます。これも前年と同額でございます。

４項予防給付費収入７５８万２,０００円でございます。前年度対比４.３９％の増

でございます。

歳入合計金額１３億６,４１０万６,０００円を計上するものでございます。

次の３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費１,６６３万５,０００円で、前年度対比１３.９８％の増でございま

す。１項総務管理費３３４万９,０００円、２項徴収費５２万８,０００円、３項介

護認定審査会費１,２７５万８,０００円でございます。

２款保険給付費１２億８,３１６万４,０００円で、前年度対比４.０１％の増で

ございます。１項介護サービス等諸費１１億２,７８０万８,０００円、２項介護予

防サービス等諸費７,９０６万８,０００円、３項その他諸費１３２万円、４項高額

介護サービス等費２,７６６万円、５項高額医療合算介護サービス等費３４０万円、

６項特定入所者介護サービス等費４,３９０万８,０００円でございます。
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４款地域支援事業費４,０８１万８,０００円で、前年度対比１.２４％の増でご

ざいます。１項介護予防事業費２,５２４万４,０００円、２項包括的支援事業費７

１１万５,０００円、３項居宅介護支援事業費８４５万９,０００円でございます。

５款１項基金積立金２万６,０００円でございます。前年度対比２３.８１％の増

でございます。

６款１項償還金及び還付加算金４万１,０００円でございます。前年と同額でご

ざいます。

８款１項予備費といたしまして、２,３４２万２,０００円でございます。

歳出合計１３億６,４１０万６,０００円を計上するものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内容説明でございます。主なものにつきま

して御説明を申し上げます。

１款１項１目第１号被保険者保険料でございます。１節特別徴収保険料２億６９

６万２,０００円で、対象者といたしまして３,３７９名を見込んでいるところでご

ざいます。２節普通徴収保険料１,６７８万円で、対象者といたしまして２７４名

を見込んでいるところでございます。これらにつきましては、平成２７年度からの

介護保険料の改定を見込んでの計上をいたしております。

中ほどから下の３款１項１目介護給付費負担金でございます。１節現年度分で介

護給付費国庫負担金２億３,０７１万１,０００円を見込んでいるところでございま

す。

３款２項１目調整交付金１億２,９７２万７,０００円でございます。給付費見込

額の１０.１１％に相当する額でございます。

７ページをお願いいたします。上の５目１節介護予防事業交付金６２７万２,０

００円で、対象事業費の２５％を見込んでいるところでございます。

中ほど４款１項１目介護給付費交付金、１節現年度分３億５,９２８万５,０００

円で、給付見込額の２８％に相当する額でございます。２目介護予防事業交付金１

節現年度分７０２万５,０００円で、同じく対象事業費の２８％に相当する額でご

ざいます。

続きまして、５款１項１目介護給付費負担金、１節現年度分で１億８,６３１万

７,０００円を見込んでいるところでございます。

８ページをお願いいたします。８ページ中ほどの７款１項１目１節介護給付費繰

入金１億６,０３９万５,０００円で、給付費見込額の１２.５％に相当する額でご

ざいます。５目１節一般会計繰入金は１,７４５万５,０００円でございます。

７款２項２目１節介護給付費準備基金繰入金１,０００万円でございます。

９ページをお願いいたします。下の９款４項１目予防給付費収入でございます。
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１節予防給付費収入７５８万２,０００円を見込んでいるところでございます。

１０ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項１目一般管理費の１３節委託料１８９万５,０００円でございます。主

なものといたしまして、介護報酬改定等に伴います電算システム改修委託料１７１

万８,０００円でございます。

次の１１ページをお願いいたします。上から１款３項１目認定調査会費でござい

ます。１９節４３０万円で認定調査会共同設置負担金でございます。

下のほうになります。２款１項１目居宅介護サービス給付費、１９節４億２,７

２１万２,０００円で、これは一月当たり３,５６０万１,０００円を見込んでいま

す。３目施設介護サービス給付費、１９節４億７,４４０万８,０００円で、これは

一月当たり３,９５３万４,０００円を見込んでいるところでございます。

１２ページをお願いいたします。中ほどになります。６目居宅介護住宅改修費、

１９節４６４万４,０００円で、一月当たり３８万７,０００円を、７目居宅介護サ

ービス計画給付費、１９節４,９１６万４,０００円で一月当たり４０９万７,００

０円を、９目地域密着型介護サービス給付費、１９節１億７,００７万６０００円

で、これにつきましては一月当たり１,４１７万３,０００円を見込んでいるところ

でございます。

１３ページをお願いいたします。２款２項１目介護予防サービス給付費、１９節

６,０３２万４,０００円で、一月当たり５０２万７,０００円を見込んでおります。

中ほど５目介護予防サービス計画給付費、１９節７５３万６,０００円で、これに

つきましては一月当たり６２万８,０００円を見込んでおります。７目地域密着型

介護予防サービス給付費、１９節７２４万８,０００円で、一月当たり６０万４,０

００円を見込んでいるところでございます。

１４ページをお願いいたします。上から２款４項１目高額介護サービス費、１９

節２,７５８万８,０００円で、一月当たり２２９万９,０００円を見込んでおりま

す。下の２款６項１目特定入所者介護サービス費、１９節４,３５２万４,０００円

で、一月当たり３６２万４,０００円を見込んでいるところでございます。

１５ページをお願いいたします。中ほどになります。４款１項１目介護予防特定

高齢者施策事業費でございます。１３節委託料２２１万円で、主なものといたしま

して、介護予防教室委託料１９７万円でございます。

次に、４款１項２目介護予防一般高齢者施策事業費でございます。

１６ページ、次のページをお願いいたします。上の１３節委託料２,１５９万３,

０００円で、主なものといたしまして体力アップ教室委託料１,９８１万６,０００

円でございます。
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１７ページをお願いいたします。下の４款３項１目居宅介護支援事業費でござい

ます。

次の１８ページをお願いいたします。中ほどの１３節委託料１０２万１,０００

円で、主なものといたしまして、マネージメント業務委託料１００万８,０００円

でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 延寿荘長。

○延寿荘長（福井隆一君） 第２９号議案、平成２７年度南関町介護サービス事業特別

会計予算につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額は、２億３,４４７万円とするも

のでございます。前年度予算と比較しますと７％の減でございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。

１款１項介護給付費収入が１億４,８８９万９,０００円、同じく３項自己負担金

収入が２,５０９万２,０００円でございます。

８款１項他会計繰入金１,０００円でございます。存目でございます。

９款１項繰越金６,０００万円でございます。

１０款２項雑入４７万８,０００円でございます。

歳入合計２億３,４４７万円でございます。

３ページをお願いします。歳出でございます。

１款１項施設管理費１億４,５７１万円、同じく２項研究研修費１０万１,０００

円でございます。

２款１項居宅サービス事業費５３２万２,０００円、同じく２項施設介護サービ

ス事業費１,８０２万５,０００円でございます。

４款１項予備費が６,５３１万２,０００円でございます。

歳出合計２億３,４４７万円でございます。

６ページをお願いします。歳入でございます。

１款１項１目居宅介護サービス費収入として３,７３３万１,０００円を計上して

おります。１節の訪問介護費が１,０００円、通所介護費３,４２６万４,０００円、

短期入所生活介護費が３０６万６,０００円を計上しております。

次に、２目施設介護サービス費収入として１億１,１５６万８,０００円を計上し

ております。

１款３項１目自己負担金収入２,５０９万２,０００円を計上しております。主な

ものとしまして、４節施設介護サービス自己負担金として１,１３０万６,０００円
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を計上しております。

７ページをお願いします。９款１項１目繰越金として６,０００万円計上してお

ります。

８ページをお願いします。歳出でございます。

１款１項１目一般管理費、主なものとしまして７節の賃金、臨時職員の賃金です。

４,９１５万５,０００円計上しております。

次のページになりまして、１３節委託料８７３万５,０００円を計上しておりま

す。主なものとしまして、介護業務委託料６２９万円を計上しております。

１０ページをお願いします。２款１項１目居宅介護サービス事業費、１１節需用

費の燃料費を１４０万９,０００円計上しております。また、賄い材料費を１３６

万３,０００円計上しております。

次のページをお願いします。２款２項１目施設介護サービス事業費、１１節需用

費の賄い材料費を８３０万８,０００円計上しております。

４款１項１目予備費として、６,５３１万２,０００円を計上しております。

以上で御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 延寿荘長にお願いですが、この次は最後までページ数を記入

しとってください。お願いします。

建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第３０号議案、平成２７年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計予算について御説明いたします。

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額を１億５２３万１,０００円とす

るものでございます。前年度と比べまして１.９％の増となっております。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款分担金及び負担金が５２０万１,０００円で、分担金負担金でございます。

前年度と同額でございます

２款使用料及び手数料が２,９５２万１,０００円で、使用料、手数料でございま

す。７.７％の増でございます。

３款国庫支出金が１,５１２万円で、国庫補助金でございます。同額でございま

す。

４款県支出金が２１１万４,０００円で、県補助金でございます。１.１％の増と

なっております。

５款繰入金が２,７５７万２,０００円で、一般会計繰入金でございます。０.

６％の減となっております。
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６款繰越金が１,０００円でございます。前年度と同額でございます。

７款諸収入が２,０００円で、延滞金、雑入でございます。前年度と同額でござ

います。

８款町債が２,５７０万円でございます。前年度と同額でございます。

歳入合計が１億５２３万１,０００円でございます。

３ページ、歳出でございます。

１款総務費が３,３７８万６,０００円で総務管理費でございます。０.１％の増

です。

２款事業費が５,３６１万３,０００円で、浄化槽整備促進事業費でございます。

０.２％の増となっております。

３款公債費が１,７６３万２,０００円でございます。１１.３％の増となってお

ります。

４款予備費が２０万円でございます。同額でございます。

歳出合計が１億５２３万１,０００円でございます。

４ページをお願いいたします。第２表地方債につきましては、浄化槽整備推進事

業のため、限度額を２,５７０万円とするものでございます。

７ページをお願いいたします。歳入についての説明でございます。

１款分担金及び負担金は、１項分担金の総務分担金が５２０万円、これは受益者

分担金でございます。２項総務負担金は１,０００円で、増高経費負担金でござい

ます。

２款使用料及び手数料は、１項使用料の浄化槽使用料が２,９５２万円で、２項

手数料の浄化槽手数料が１,０００円で督促手数料でございます。

３款国庫支出金は、浄化槽整備推進事業費国庫補助金が１,５１２万円です。

次ページをお願いします。４款県支出金は、浄化槽整備推進事業費県補助金が２

１１万４,０００円です。

５款繰入金は、一般会計繰入金が２,７５７万２,０００円です。

６款繰越金は、純繰越金として１,０００円を前年度と同額でございます。

７款諸収入は、１項延滞金が１,０００円、２項雑入が１,０００円で、前年度と

同額でございます。

８款町債は、公共下水道債が２,５７０万円で、前年度と同額でございます。

１０ページをお願いします。歳出についての説明でございます。

１款総務費は、一般管理費が３,３７８万６,０００円です。主なものといたしま

しては、１３節浄化槽管理委託料が３,００９万６,０００円でございます。

２款事業費は、浄化槽建設費が５,３６１万３,０００円です。主なものといたし
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ましては、１５節浄化槽設備工事費が４,５３６万円でございます。

３款公債費は、地方債の元金償還金が１,４３７万５,０００円で、利子償還金が

３２５万７,０００円です。

４款予備費は２０万円で、前年度と同額でございます。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（北原宏春君） 第３１号議案、平成２７年度南関町後期高齢者医療特別会

計予算につきまして御説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２,

７５３万３,０００円と定めるものでございます。前年度対比マイナス１.７％の予

算編成とさせていただいております。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項後期高齢者医療保険料７,０９３万２,０００円でございます。前年度対

比、マイナス３.６９％でございます。

２款１項手数料２,０００円でございます。前年と同額でございます。

３款１項一般会計繰入金５,６４８万５,０００円でございます。前年度対比０.

８３％の増でございます。

４款１項繰越金１,０００円でございます。前年度と同額でございます。

５款１項延滞金及び過料２,０００円でございます。２項償還金及び還付加算金

１１万円でございます。４項雑入１,０００円でございます。

歳入合計金額１億２,７５３万３,０００円を計上するものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款２項徴収費３４万２,０００円で、前年度対比、マイナス２.５６％でござい

ます。

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金１億２,６９８万１,０００円で、前年度

対比マイナス１.７４％でございます。

３款１項償還金及び還付加算料１１万円で、前年度対比８.９１％の増でござい

ます。

４款１項予備費といたしまして１０万円でございます。

歳出合計金額１億２,７５３万３,０００円を計上するものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款１項１目特別徴収保険料、１節現年度分５,４７４万５,０００円でございま

す。２目普通徴収保険料、１節現年度分１,６１８万６,０００円でございます。
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中ほど下のほうになります。３款１項２目保険基盤安定繰入金、１節５,６０５

万円でございます。

続いて８ページをお願いいたします。歳出でございます。

中ほどの２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、１９節１億２,６９８万

１,０００円を計上いたしております。内訳は、被保険者保険料負担金７,０９３万

１,０００円、基盤安定負担金５,６０５万円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 第３２号議案、平成２７年度南関町宅地分譲事

業特別会計予算について御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額を５,７７４万２,０００円とするものでございます。前年度

当初予算と比べまして１０７万円の増額、１.９％の増となっております。

２ページをお開きください。歳入でございます。

１款財産収入が５,６６７万２,０００円、財産売払収入でございます。

２款繰入金が１０７万円、一般会計繰入金でございます。

３ページは歳出でございます。

１款事業費が５,７７４万２,０００円、宅地分譲事業費でございます。

６ページをお開きください。歳入についての説明でございます。

１款財産収入が５,６６７万２,０００円、財産売払収入でございます。今年度分

譲を開始いたしますので、それに伴う収入でございます。

２款繰入金は１０７万円、一般会計繰入金でございます。

７ページは、歳出についての説明でございます。

１款事業費については、１項１目宅地分譲事業費が５,６６７万２,０００円で、

前年度より１０７万円の増額でございます。分譲に伴い、必要な需要費、役務費、

委託料のほか、財産売払収入５,６６７万２,０００円を繰出金として一般会計へ繰

り出すことといたしております。

以上で説明を終わります。御審議の上、御承認賜りようよろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） では、第３３号議案、南関町過疎地域自立促進計画の変更

について御説明を申し上げます。

南関町は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、平成２２年

度から２７年度までの６年間を計画期間として、南関町過疎地域自立促進計画を策
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定し、遂行中でございます。過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項で準用する

同条第１項の規定により、過疎地域自立促進計画を策定する場合もまた、変更する

場合も議会の議決を経る必要があるため、議決を求めるものでございます。

今回変更する部分は、教育の振興についての部分でございます。そのうち集会施

設、体育集会施設、その他という事業名で、Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事を追加し

たものでございます。このことに伴い参考資料も変更しております。

今回の変更事項は、Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事事業としてプール改修工事を実

施していく中で、平成２６年度の設計費用及び２７年度における改修工事費を追加

したことから変更したもので、概算総額が２億３,２６０万円になり、事業単位の

総額が従前の合計に２億３,２６０万円を追加し、１３億２,６５４万５,０００円

に変更するものでございます。

以上で、３３号議案の南関町過疎地域自立促進計画の変更についての説明を終わ

ります。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第３４号議案、業務委託変更契約の締結について、提案理由及び議

案の説明をいたします。

この事業は、公益財団法人熊本県環境整備事業団と熊本県と南関町の３者で地域

振興策のうち、処分場へのアクセス道路の町道米田・鬼王線の道路整備事業のうち、

米田工区を平成２５年度から２７年度にかけて、橋梁部を含む計画延長１,７８９

メートルの部分について、南関町の道路整備事業を熊本県に委託することを平成２

６年１２月１日に基本協定書を締結をしております。

このたび提案いたします業務委託変更は、町道米田・鬼王線の道路整備事業に関

する平成２６年度実施協定におきましても、平成２７年２月２５日に県と事業団と

町とで実施協定の締結をしております。

また、この題名、長い題名ではありますが、町道米田・鬼王線の道路整備事業に

関する平成２６年度実施協定に係る業務委託の変更契約につきましても、平成２７

年３月２日に熊本県と仮契約を締結しているものでございます。

変更内容等につきましては、財源を繰り越して工期を延長し、または新たに締結

していく必要がありますため、契約期間の延長をするものでございます。当初、平

成２７年３月３１日までとしていたものを平成２８年３月３１日までとするもので

ございます。

次に、契約金額も繰り越す必要がございます。別表２のとおり変更することとし

ております。まず、用地測量橋梁設計費のうち、４４５万８,１１５円を工事費に

変更して、１,５５４万１,８８５円といたします。次に、工事費のうち１億７,７

２４万１１５円を繰り越すものとしております。また、施行管理委託費のうち３４
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万９,９２０円を繰り越します。このことによって、合計１億７,７５９万３５円を

繰り越すものでございます。

以上で、第３４号議案、業務委託変更契約の締結についての議案の説明を終わり

ます。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 第３５議案、南関町教育長の任命につき同意を求めることにつ

いて御説明申し上げます。

新たな南関町教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の第４条第１項の規定によって議会の同意を求めるものでございます。

また、委員の任期は３年でございます。

住所、南関町大字関下２３４番地の２

氏名、大里耕守

生年月日、昭和２０年１０月３１日生まれ、６９歳でございます。

新たな教育制度のもとで教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代

表する重要なポストであり、教育行政の第一義的な責任者であります。この教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行が平成２７年４月１日

に施行しますので、これにあわせて新たな教育長に大里耕守氏を任命したいので提

案するものでございます。

大里氏は、昭和４３年３月に佐賀大学教育学部を卒業され、昭和４９年３月には

玉川大学通信教育部を修了されております。昭和４３年４月から宇土市立宇土鶴城

中学校に勤務され、県内の各小学校を勤務され、平成６年４月荒尾市立有明小学校

の教頭に就任されております。また、平成１０年４月に南関第四小学校校長に就任

され、南関中学校校長を経て平成１８年３月に南関第一小学校校長を最後に退職さ

れ、３８年間教職に就かれました。また、退職後は、地元における地域活動を始め、

平成１８年４月から南関町地域人県教育指導員として社会教育の分野における人権

教育を進められ、平成２４年度からは玉名荒尾地区教育委員会連絡協議会の副会長

を務められ、さらに平成２５年７月からは玉名郡町村教育長会の理事など、学校教

育及び社会教育の全般にわたり、教育に関する専門的事項について教養と経験から

指導的立場で活躍されております。

なお、平成２２年７月から南関町教育委員会委員として就任、また教育長として

４年余りを務めていただいておるところでございます。

経歴のとおり、その人柄も温厚誠実で、人格も高潔、教育に関する識見も備えた

優れた方であり、同町教育長として適任であると思われますので御提案申し上げる

次第でございます。



－ 7 6 －

何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 暫時休憩します。３０分から始めます。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後４時２４分

再開 午後４時３０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４０ 一般質問

○議長（酒見 喬君） 日程第４０、一般質問を行います。

発言の通告があっておりますので、発言を許します。

１０番議員の質問を許します。１０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） こんにちは。１０番議員の本田です。

通告しておりました２点の議題につきまして一般質問をします。

去る２５年６月、南関高校閉校に対しまして本議会より意見書を出しております。

熊本県知事、熊本県議会議長、熊本県教育委員会委員長、熊本県教育長、四者宛て

に出しております。進路への対応、進学対策並びに地域振興策でありますが、本文

の提案理由とこの地域振興策については省かせていただきます。

そのときの要望事項でございますが、進路への対応としまして、一つ、今後南関

中学校生徒の進路選択時において、南関高校閉校に伴う進学へのあきらめや不安を

招かぬよう十分配慮もいただき、応分の対応と相談窓口を設置するよう強く求めま

す。通学対策といたしまして、一つ、本町より新設高校へ進学する生徒が通学距離

の不利益を受けないため、通学のための費用負担を県が責任を持って行うよう強く

求めます。一つ、さらに通学の不利益解消策として、課外授業や部活動などへの対

応も含め、スクールバスでの送迎とともに複数運行を強く要望します。また、本町

からの通学生徒数の増減によっては持続可能な対策とは考えにくく、南関・荒尾間

の定期路線バス開設を県主体で南関町、荒尾市と協議し、実施するよう強く求めま

す。さらに、運行費用負担についても応分の負担を県に求めます。

以上、このような要望を２年前に行っております。このことも含め、今回の一般

質問に入ります。

まず、１点目、南関高校閉校に伴う統合校への通学確保と公共交通網再編につい

て。

その１、本年４月より南関高校で新入生募集が停止される。統廃合案では、校地

を荒尾高校（新・岱志高校）としてあるが、南関よりの通学不利益への配慮を約束
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してあるか、問う。２、南関町から岱志高校を通り、荒尾駅までの定期路線を県・

荒尾市・南関町、三者の補助で開設できないか、問う。３、公共交通網再編に関し

て、鉄道駅や総合病院を連絡する路線は絶対確保するべきではないか、問う。

大きな２番といたしまして、消費税上昇と円安の影響について。その１、米価下

落と同時進行で生産経費高騰の農家では、甚大な影響が起きていると予測する。現

状の把握、将来の実態予測、今後の対応策について問う。その２、町内商工業にお

いて、資材費、原材料費、光熱費、燃料などの営業経費高騰で経営を圧迫している

状況と予測できる。行政への物品納入や入札では、特段の配慮が必要と思われる。

町との取引外の事業所も含め対応を問う。

以上です。あとの質問は自席にて行います。よろしくお願いします。

○議長（酒見 喬君） １０番議員の質問に対する答弁を求めます。町長。

○町長（佐藤安彦君） １０番、本田議員の一般質問にお答えいたします。

まず、南関高校閉校に伴う統合校への通学確保と公共交通再編についてですが、

高校統合再編に関する地元検討委員会は、２５年度から県立高等学校統合再編協議

会で検討が重ねられてきました。その内容については教育長からお答えいたします。

一つ目にお尋ねの南関から通う生徒の通学不利益に関してですが、県としては通

学条件により入学を断念しないようにとの配慮から、町内２コース、南関県北線及

び小原・坂下線の通学バスを朝夕２便用意するとの企画が提案され、中学校での高

校説明会においても伝えられました。しかし、ふたを開けてみれば、岱志高校への

進学希望は、今回の前期・後期試験合わせてもわずか６名にとどまっています。

そこで岱志高校としては現段階では、新聞報道でもなされたところですが、新入

生対象に限って小型マイクロバス、またはタクシーでの送迎という考え方で進んで

いるところでございます。

次に、南関町から岱志高校を通り、荒尾駅までの定期路線を県・荒尾市・南関町

三者の補助で開設できないかとの御質問ですが、路線バスにつきましては年々利用

者が減少し、運行を維持するための補助金や委託金が増大し、財政を圧迫する要因

の一つになっております。

このような中、庄山線を荒尾駅まで延伸する、または産交バスで新たに開設する

ことになると、町の負担がさらに増大することになると考えられます。来年度の南

関町から岱志高校への入学生は６名と先ほど説明いたしました。このようなことか

ら、議員からのお尋ねであるこの路線の開設は困難であると考えているところであ

ります。

三つ目の公共交通網再編についてですが、現在、路線バスにつきましては、熊本

市、山鹿市、玉名市、福岡県の大牟田市などの隣接市と連携する路線でありますの



－ 7 8 －

で、関係市との協議で便数を減少させたり、負担軽減に苦慮しているところであり

ます。議員がおっしゃるように、鉄道駅や総合病院を連絡する路線の確保は重要で

ありますので、熊本市や玉名市、大牟田市への路線バスで鉄道駅や総合病院を連絡

する路線は今後も確保していきたいと考えておるところであります。

ただ、町内の交通空白地域の高齢者等の交通手段として、予約型乗合タクシーの

運行事業を平成２７年度の１０月ごろから運行を計画しているところでございます。

続きまして、２点目の消費税上昇と円安の影響についての御質問にお答えします。

質問要旨１の米価下落と同時進行で生産経費高騰の農家では甚大な影響が起きてい

ると予測する。現状の把握、将来の実態予測、今後の対応策について問うとの御質

問ですが、米価下落につきましては、少子高齢化、食の多様化による需要の低下や

それに伴う民間在庫量の増加等で需給バランスが崩れていることにより下落傾向に

なってきているものと思われます。

また、円安による生産資材の高騰もあり、農家に限らず、商工業につきましても

厳しい状況が続いておりますのは承知しております。ただ、一部の野菜につきまし

ては、市場で高値取り引きされておりまして、米については従来から個人の固定客

を持っておられる農家は安定した取り引きをされている方もおられます。米につい

ては、将来さらなる下落も考えられますので、今後は米をつくりつつも収益性があ

る作物の導入も必要と思われます。担当課においては、出口が見えて収益性がある

作物の推進も検討しておりますので、ＪＡと協力しながら進めていかなければなら

ないと考えております。

最後の行政への物品納入や入札の件についてですが、アベノミクスによる円安に

伴い物価が上昇し、中小企業はアベノミクスの恩恵が薄く、悲鳴を上げていると報

道されているところでございます。

このような中で、町では物品納入や入札につきましては、まず物品については適

正に見積り依頼をしており、町の物資の購入につきましては、町内事業者の育成に

心がけ、町内では供給ができる物品についてはまず、町内の事業者から見積もりを

徴収するよう指導をしているところであります。同じように入札につきましても、

適正に設計した上で入札を実施しているところでありまして、施工可能な工事につ

きましては、手持ち工事等制約はあるものの、町内事業者を優先的に入札の機会を

増やして与えるように指示をしているところでございます。

町と取引外の事業所につきましても、育成支援していきたいとの思いがございま

すので、ふるさと応援寄附の返礼の品の中に商品を取り入れたり、まだ設立検討の

段階でありますが、商工業の推進及び農産物の販路拡大に向けて物産振興会の立ち

上げを支援しているところであります。



－ 7 9 －

以上お答えいたしまして、以後の質問につきましては自席、または担当課長より

答弁させていただきます。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） １０番、本田議員の質問の中で、１番の南関高校閉校に伴う

統合校への通学確保の点につきまして、経緯をかかわりました者として報告をさせ

ていただきます。

本年度募集停止になりました南関高校、そして荒尾高校の統合をめぐる課題を平

成２５年７月に荒尾南関地区新設高校地元検討委員会という形で設定がなされまし

た。委員を両校の校長、そして新設高校開設の準備室事務局を中心に、首長部局か

らですね、市長、町両方から総務部長、南関は総務課長、それから荒尾市の教育長、

南関町教育長、両校の全日制及び定時制の育友会長、両校の同窓会代表、そして荒

尾市Ｐ連代表、玉名郡市のＰ連代表。加えて玉名教育事務所長と荒尾玉名校長会代

表、以上がメンバーになって地元検討委員会が重ねられたわけですけど、高校再編

を現実のものにするために、敷地は荒尾高校とするものの両校とも平成２８年度末

で閉校して、新たな高校として校名募集を行うということからスタートしたわけで

す。

４回にわたる会議を重ねまして、まず校名募集、これを行った結果ですね、中学

生や高校生からも、あるいは地域の方からも応募する形で、種類で２６３種の校名

が応募がありまして、特に人気の高かったのが小岱山の両側の高校生が志を抱いて

学ぶ学びやっていうことで小岱山の岱と志ということで、岱志高校を第１候補に推

薦がなされて、県の教育委員会で承認決定されたわけです。

学科編成については、普通科をベースに南関高校で成果を上げてきました美術工

芸コース、それから両校にある体育コースを是非新設高校でもという要望からコー

スの設置がなされまして、今年度校舎の北側に美術棟の新設工事が行われたところ

です。それから岱志高校のビジョンである校訓、制服、校章が開設準備室で決めら

れまして、２６年７月募集要項が出来上がり、入学募集となったわけです。

地元検討委員会では会議のたびに南関からも、荒尾市のほうからも遠距離通学と

なる南関町の生徒の交通利便について支援要望の声が上がり、特に荒尾市のほうか

ら南関の子どもたちが安心して通えるようにと、非常に温かい同窓の役員さん方か

らも声が届けられました。その結果、町長の答弁のような計画が結果として出され

たわけです。

あと、以上お答えして、詳しいお尋ねにつきましては自席から答えさせていただ

きます。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。
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○１０番議員（本田眞二君） まず、補足で申し上げておきたいことでございますが、

先ほど県に対して本議会が中学生の進学者に対しての様々な要望をお話しましたが、

あくまでこの件は南関高校閉校がもう県により決定された後のことでありますので、

そのことは重ねて申し述べておきます。

それでは、まず南関中学校から現岱志高校ですが、過去３年間の出願状況と入学

者数を分かられるならば教えていただきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 県の計画が発表されましたことによって、やがて南関高校は

もうなくなると懸念されて、この３年前の２４年度は南関から荒尾高校への進学は

ゼロでした。一人も行っておりません。非常に懸念を持ったわけですが、２５年度

は男子２名、女子２名の４名が進学をしています。現在の、２５年ですから２年生

ですね。それから２６年、今年度、今の１年生ですが、あっ失礼しました。２６年

度の志願だから今回ですね。岱志高校になります。今のは２年生と言いましたけれ

ども１年生です。今の２年生がゼロ、ゼロ、男女とも。１年生は男子２名、女子２

名です。今回の応募につきましては、前期考査では４名中女子３名が合格していま

す。それから後期試験では男子２名、女子１名、合わせて先ほど町長からありまし

たように６名ということで、ゼロ、４、６ということで増えてはいますけどもです

ね。

それからちなみに通学路線ともかかわりますので校区で言いますと、一小校区か

ら岱志に行くのが５名、三小から１名と聞いております。

以上です。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 即座に分析するのは非常に難しい状況でありますが、先

ほど町長の答弁の中で小型マイクロバスもしくはタクシーでと言うておられました

が、以前、南関高校閉校の説明会が南関高校でありました。そのとき県から来られ

たときには、このことについては十分配慮するというお話がありましたが、そのこ

とについては、教育長、同席されとったと思いますので知っとらるっと思います。

どうですか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） もうそのときのことはしっかり聞いておりますし、南関高校

の育友会長も一生懸命ですね、存続をしてから、もしそれでも統合するならばって

いうことでの強い要望を出しておったのを記憶しております。

したがって、今回ですね、地元検討委員会でも南関の生徒たちの通学に関しては

非常に熱意ある意見が出されて実現をするという方向になったわけです。
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○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 当初、県教育長もしくは教育委員会からの説明では、統

合校に進学したときに部活とか自習とかいろいろな活動ができるように、時間的な

配分の送迎を考えるようなことを申されておられたかどうかをちょっとお聞きした

いと思います。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 今のは当初のことですか、今回の。

○１０番議員（本田眞二君） いえ、当初です。

○教育長（大里耕守君） 当初もそういう要望はあったと思います。今回もですね、さ

っき町長からありましたように朝２便、夕２便という体制をとるということで計画

ができています。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 再度、今の件についてお聞きしますが、朝の２便、夕２

便でそのことについては、かなり緩和されるとお考えでしょうか。部活の制約とか

部活次第では時間の長くなるやつ、短くなるやつ、いろいろあると思いますが、そ

のことでいろいろな制約が、大丈夫でしょうか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 部次第では、それは時間がずれると思いますが、とにかくま

ず早く授業だけで、部活に加入しない生徒用の下校便ですね。それから朝課外も実

はあるもんだから早く行かにゃいかんから朝も２便必要だということですね。そう

いうことで朝も２便、夕方は早く帰る生徒、それから部活をやって帰る生徒という

ことでの２便を用意するという答えは、改めて準備室に確認をしましたけども、そ

の計画は変わっておりません。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 今のスクールバス、もしくは入学者が減った場合にはタ

クシーでと町長は答弁されましたが、マイクロバスやタクシーでの通学の対象にな

るのは南関地区のみでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 約束を南関町としましたので、例えば和水の生徒が岱志高校

に行くとしても、それは対象外になりますと。あくまで南関高校を廃校にしたわけ

で、その約束だから南関町の生徒に限っての対象としますという、今の準備室の考

えでした。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 関連で、もう一つお聞きします。スクールバス、若しく
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はタクシーは有料ですか。有料の場合は月額幾らほどですか。このことをお聞きし

ます。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 第５回目の会議の中で県準備室からの案がですね、県下の私

立高校のスクールバスの料金並みに提案がありました。月５,０００円ということ

ですね。これに対して南関のほうじゃなくて、荒尾のほうから「そらおかしかろ」

という南関への応援がありまして、結果的に先日事務局にお尋ねをしましたところ、

南関町校区ごとに料金を段階によって決めてありましたので紹介します。

第一校区は４,３００円、第二小学校３,０００円、三小校区４,５００円、四小

校区から３,６００円という段階の料金が設定されておりました。

以上です。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 何回も申し上げますが、先ほど閉校のための南関高校で

行われた説明会では、十分不利益を被らないように、もともと南関高校が閉校にな

っとらなければこういった費用は発生せんわけですから、多分に不利益が発生しと

っと思わるるわけですが、その点については、県に対しては何か申されんやったで

すか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 公教育だから、県立の高校だから無償にすべきだと、委員の

中からですね、発言をしてもらったわけですが、再検討させてもらうということで

今のような答えになっているわけです。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） そうすると、タクシーもしくはマイクロバスの運行につ

きましては、もう始まっとっとですか。それとも今から、何月ごろ大体予定されと

るわけですか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 現在の荒尾高校生については該当しないと。岱志高校生に限

るということで、来年、今度の４月以降ですね。新入生からということです。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 先ほど県に対して様々な要望事項を読み上げましたが、

今更に何か腹立たしい思いがよみがえってまいりますが、前もってその提案理由と

なる全文には腹立たしい思いがいっぱい書いてあったわけですが、何か結果的にち

ょっとここからは２番の質問に入っていきますが、県教委がですね、説明会では高

等教育の質の向上や選択の幅の拡大を理由付けにしてありましたが、実質少子化の
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進展に伴う合理化による南関高校を廃校にしたと思わざるを得ないと、今のこの話

の中から思われます。

その経緯から入学者数の増減によりスクールバスもしくはタクシーの継続性も疑

われます。そのため是非、定期路線バスの開設を県に要望すべきと思いますが、い

かがですか。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 今の本田議員の御質問にお答えしますが、新設校の地元検

討委員会の中では、やはり教育圏が一つになるからということで荒尾市、南関町と

いうところを一つにしようというような考え方があったかと思いますが、しかしな

がら結果としては路線バスの運行というには非常に多額の費用がかかります。先ほ

ど教育長が報告をされたとおりになったというふうになりますが、来年度の南関町

から岱志高校への入学者が６人と聞いておりますので、熊本県としても多分定期バ

ス路線の開設は難しいというふうに判断をするのではなかろうかと。それに合わせ

て南関町もそのように考えているところでございます。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 県に合わせて南関町が考える必要はなかっじゃなかです

か。せっかくこれだけ閉校まで追い込まれた腹立たしい思いがあっとだけん、しっ

かりその思いをぶつけてみて、予算的にもですね、例えば大牟田から庄山でとまっ

て、南関まで行きよる乗り換えですが、大牟田から来よる県北経由の南関線ですが、

南関町が全額足らない分を出しとるわけですよね。そのために庄山で乗り換えする

対策をとって、大牟田市は得する対策になっとるわけですが、１,１００万という

大金を南関町は出しとるわけですよね。それで例えば荒尾から南関線を開設しても

それを三者で分け合う、足らない分を分け合うとしたらですね、県がスクールバス

とかタクシーは合わせて望みたいところですが、そう費用負担は上回らないと思う

わけですが、しっかり県に申し入れるという気持ちはありませんか。

○議長（酒見 喬君） お知らせをいたします。本日の会議は、議事進行の都合によ

って延長いたします。

答弁どうぞ。総務課長。

○総務課長（永松泰子君） ただいまお話がございましたけれども、熊本県に要望をす

るというようなことに関しては今のところ考えてはおりません。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 先ほど県へのこの議会で、今度新しく入られた二人を除

いて、ほかの方々はすべて知っておられるその要望事項をみんなで議決して、県に

要望しに行ったわけですが、その経緯はここにおられる町長も含めて多くの方が見
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とられたと思いますが、町長いかがですか。やはり県はうわべでは高等教育の質の

向上や選択の幅の拡大とか申しておりましたが、実は合理化、それに近いようなバ

スの対策、タクシーの対策しか行ってきよらん状態ですから、是非強く県に対して

申し入れようという気にはなりませんか、どうですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 先ほど、当初の答弁でもお答えしましたけれども、新たなバス

の路線っていうの開設につきましては、やはり町全体の財政費の大きな負担がかか

ってまいりますので、やはり県がそういった責任を持つということであればですね、

そういったお話の持っていき方あると思いますけれども、町が新たな負担をやっぱ

り出してまでですね、それを県とともにやろうというか、そういったことの考え方

よりもやっぱり子どもたちに十分なそういったマイクロバスであるとかタクシーを

使って学校まで通える。そしてそのほかのこれに伴って県がそういった動きをする

っていうことであればそういった話はですね、申し入れっていいますか、そういっ

た内々での打ち合わせとかそういった形ではですね、探ってみるのもいいと思いま

すし、まあ県と荒尾にですね、新たな負担を、荒尾にもですけども、荒尾の状況が

ですね、今この問題に対してすぐ対応できるというような状況を考えてないと思い

ますので、そういったところもですね、少しずつお話しながらですね、考えていき

たいなと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 今もう２番に入っとるわけですが、南関町から岱志高校

を通り、荒尾駅までの定期路線を県、荒尾市、南関町、三者の補助で開設、もしも

できればですよ、県の教育委員会は少なくとも南関高校閉校に対してかなり合理化

の中で判断したような今のいろいろな様々な説明の中で伺えますので、今から進学

する子どもたちのためにも是非、代替手段として定期路線バス開設をお願いしたい

ところでありますが、これから先は別の意味で定期路線バスが必要ということをも

う一つ、違う理由付けの観点から行っていきたいと思います。

あくまで先ほどは先ほど、今から先は今から先で、一緒にそのことば利用してと

言うか、そういったことで言ったのではありません。そのことを念頭に置かれてく

ださい。

それでは、もしも先ほどから申しております県と荒尾市、南関町、三者の補助で

定期路線バスが実現できれば少なくとも今、西鉄バス、庄山南関線に１,１００万

補助しておりますが、多分今度から乗合タクシー事業が始まりますが、町内を乗合

タクシー事業で乗れるようになった場合に、より近くまでタクシーが迎えに来るわ

けですから、バスの利用が更に減って、補助額は更に上がるっていう可能性も秘め
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とるわけでございますので、この西鉄バスは早期に打ち切りになる可能性もあると

思います。

そのことも含めてですね、南関荒尾線ば確保しとけば町としてもですね、高齢者

が増えておられる現状の中で、核家族化が増えておられる現状の中で、かなり乗り

合いバス事業を優位に展開できるのではなかろうかと思いますが、どげんでしょう

か。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 今、お話がございましたが、庄山線をすぐさまというふう

には今のところ考えておりません。ただ、乗合タクシーの事業のほうが、要するに

今おっしゃったように庄山線の費用といいますのは西鉄バスが運転手代、ガソリン

代、その他総経費から利用料を引いた残りをうちが委託をしている分で、そこの経

費を払っているという状況になりますので、利用者が減ればそれだけ負担が大きく

なるということにはなります。ただ、今のところ本来だったらば１年間だけ庄山線

だけはもう廃止にさせていただきたいというふうに思っていたところですが、乗合

タクシーを今回事業でやりますと、まち・ひと・しごとの部分で５年間のランニン

グコストといいますか、その分につきましては５年間交付金が来ると思われます。

そうしますと、すぐさま廃止にする必要もないのかなというふうには思っています

が、当然、利用者の動態を確認しながら決定をしていきたいというふうに思ってい

るところです。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 何か根本的なちょっと食い違いがあると思うのはですね、

乗合タクシー事業ば始められるようにこの前全協で説明を受けて、今日も説明を受

けたわけですが、事業費も盛り込まれとるわけですが、当然、その乗合タクシー事

業が始まったらバスの補助事業あたりもどうなるかんごたっとは、ある程度シュミ

レーションした上で国の補助を受けられるような、みんなでの話し合いのごたっと

はあったわけでしょ。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 庁内で検討会をしております。それでそのときには１年間

で庄山線は廃止をするような形で計画は立てております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） そんなら今んところの３番の質問です。今度もう皆さん

ご存じと思いますが、荒尾市で市長選がありまして病院問題が一番の争点だったの

かもしれませんが、ただいま新聞で見る限りでは白紙になっております。もう競馬

場へは難しいような状況です。新聞で見る限りでは、現在のところないし、その近
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辺をというような報道がなされておりました。そのことも含めて考えますときに、

荒尾市民病院も老朽化しておりますので建て直しが必要です。当然魅力的な病院に

様変わりしていくと思います。

また、荒尾駅があれば南関から荒尾駅までもしも路線バスが開設できればですね、

町外から、遠くから南関にお見えになる方も、例えば大牟田から、さらに福岡から

だったら大牟田から更に足を延ばして荒尾駅で降りてもらってそこからバスでとい

うような、少し時間的には遠回りになりますが、全くバスがなくなることを想定す

ればそういったこちらからの来町者に対してのお願いもきくし、熊本・玉名方面か

らでしたら荒尾駅からこっちにバスが出とりますとか、かなり今度の乗合タクシー

事業がスムーズに、途中には総合病院もあります。荒尾市民病院が新しくなるとす

ればですね、古くても総合病院ですが、かなり南関町としては荒尾市とか県に呼び

かける、こちらとしてはチャンスでもあるし、向こうもできれば病院の財源のため

にも、病院に通われる方の確保には喜ばれる可能性もあると思いますが、そこらへ

んで県とか荒尾市に呼びかけられるようなお考えはありませんか。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 荒尾市に対してですが、ＪＲの荒尾駅までの定期路線を開

設するとなりますと負担が更に増すことになります。荒尾市はですね、平成２５年

１０月から平井、府本地区のバス路線を廃止しております。そして新たに乗合タク

シー事業に変更しております。そういったところで、その前の段階でも乗車密度が

非常に低下していたという状況で、国庫補助金の対象から除外されるんではないか

というふうに荒尾市は懸念をしておりました。それであの路線を廃止したものと考

えられます。そういう状況にありまして、荒尾市の賛同を得られるかどうかという

ものについては非常に疑問でありますし、また運行するバス会社、一旦バス会社は

廃止をしておりますので、それをまた改めて再稼動させると、その路線について改

めてつくるということについてもバス会社はなかなか困難があるのではなかろうか

というふうに判断をするところであります。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 多分南関町がですね、西鉄に庄山南関線の補助を打ち切

ればですね、その間は一切空白地帯になると思います。開設は簡単ですよ。簡単で

すよ。そしてですね、本当にですね、乗合バス事業が軌道に乗るためにはどこかの

鉄道駅とか総合病院がなかとですね、このことはですね、もしもですね、先ほどラ

ンニングコストについて５年間ほどのめどが立っとると申されましたが、なら６年

目はどげんされますか。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。
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○総務課長（永松泰子君） 続けて財政支援を継続していただきたいというふうには十

分思っているところでありますが、もし切れるということになれば私どもで続けて

いく予定でおります。それでそのためには自主財源と利用収入で賄っていく予定で

おります。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 先ほどから申し上げておりますが、高齢化と核家族化で

もう一人住まいのお年寄りが点在されとっとですよね。それでこの事業は非常に助

かられると思います、乗合タクシー事業は。ただですね、もう途中で打ち切りまし

た、あの事業はもう予算がありませんのでなくなりましたという逆戻りは絶対でき

んごとなると思いますが、そのことは思っておられますか。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（永松泰子君） 一応バス路線等々も一緒に考えることではありますけれど

も、この乗合タクシーについては、約２年間の試しの期間を設けまして、そしてそ

の間どんな状況であるのかというようなことをデータをきっちり取りまして、そし

て皆さん方に協議をさせていただいて、そしてその後のことは検討していきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今、総務課長のほうから答弁ございましたが、２年間試行の期

間っていうので設けます。その中でですね、この乗合タクシーの運行をどういった

体系が一番いいのか、町に合ったやり方かっていうことは恐らくですね、出てくる

と思います。またその後のですね、国のいろんな交付金とかそういったものも必要

でしょうけども、やはりほかのですね、都市部と南関町、中山間地域である私たち

の地域は違いますので、どうしてもこの事業をですね、生かしていかないと本当に

高齢化率が先ほど朝もいいました３４.８％になっております。まだまだ今からで

すね、交通手段が不足される方が増えてくる中でですね、これを切るというような

そういった考えはですね、今のところ全く考えにくいと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） ２年間の間にいろいろ見えてくるとは私も思います。そ

れはどういったことかと言うと、更にバスに乗る方が少なくなって、補助が大きく

なっていく。バスへのですよ、今の定期路線バスへの補助が大きくなっていって、

下手すれば何か変な交通体系が出来上がってしまうんじゃなかろうかと思うわけで

す。もう少し、町外と町の接点とかを設計されてですね、補助金はこっち置いとっ

てもよかですけんが町民の皆さんが本当に利便性のためにどういったことを考えて

いこうって、そのためには必ずどっかの接続点で駅かなんか病院にも接続点がいる
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んじゃなかろうかという答えに私はなってくると思いますので、もしも今からずっ

と検討されていく中でそういったことが芽生えられたなら、必ず県とか荒尾市に呼

び掛けをお願いしたいと思いますが、いかがですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 県・荒尾市への呼び掛けでございますが、実を言いますとです

ね、私は非公式ではございますけれども荒尾市の市長とはこういったバスの話も出

したことがあります。長洲と荒尾、南関のそういったつながりも大事にしていろん

な交通体系も考えていかなんですねっていう話はしておりますので、荒尾の市長に

もですね、その病院の問題等も含めたところで話を出しております。しかしながら

ですね、荒尾市も今のところ病院の位置も決まらない。まだそういった未定の状況

の中ではですね、そういった話はなかなかしにくいっていう状況でございますので、

またそこへんもしっかりと荒尾市の状況を見据えながらいろんな話は出していきた

いと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） それでは大きな２番へいきます。消費税上昇と円安の影

響について。

先ほど、以前にもこのことについて一般質問させていただいたときに薬草とか研

究を今からされるとか答弁がありましたし、先ほどの町長の答弁の中にも収益性の

高い農作物の研究をしていきたいという答弁がありましたが、私は金の成る木って

いうとは存在せんと思いますし、もしかしたらあるかもしれません。それよりも急

がば回れで、本当に今南関町にあるナスビ、ニンジン、大根、キャベツ、今ある野

菜をですね、もっと磨き上げて量と質を安定化させていったならば金の成る木を追

い求めるよりかは近道ではないかと思いますが、そこらへんはどぎゃん思われます

か。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 南関町はですね、多種多様の野菜がとれます。このへんも

もちろん特産としてやっておりますけれども、議員が今おっしゃいました収益性が

上がる野菜につきましては、ナスですね。特に路地ナス、これにつきましては初期

投資もほとんどいりませんので、野菜については特に国指定産地野菜も指定されて

おりますので、これからも振興はしていきたいと思っております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） それとちょっと先さんいきよりましたが、大きな２番の

一番最初の取っ掛かりの質問は別のことを考えておりました。まず、将来予測、南

関町の農業がどのように変遷していくかを予測を立てるために、これはですね、橋
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永議員が持っておられたＪＡが独自にとられたアンケートです。これはばってん、

ＪＡがとられたアンケートだけんで、ここで披露するわけにはいきません。町でも

ですね、将来設計になるようなアンケートば農家さんでもいいし、この後出てくる

町内の事業者さん対象に、今のどのような世代が携わっておられて将来どうなるの

かとか、そういったことを実施するべきと思いますが、そしてそのアンケートの結

果は、アンケートの設問次第であらわれてくるわけですが、設問をやはり本当に将

来の様子がうかがえるような設問をつくるためにアンケート実施とその設問づくり

のための審議会などつくられるような思いはございませんか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 農家へのアンケートにつきましては、平成２４年に実施を

しております。これにつきましては、アンケートの内容ですけれども、将来後継者

がいるかや、農業経営の方向性、地域の農業の将来像などを尋ねたアンケートでご

ざいます。

また昨年、ＪＡさんが今おっしゃいましたアンケートでございますけれども、こ

れも大体２４年に私どもがやりましたアンケートに似通っておりますので、これら

をですね、参考にしながら今後の対策に生かしていきたいと思っております。

それから審議会でございますけれども、現在のところ審議会までは考えておりま

せん。アンケートを行う場合の設問づくりにつきましてはですね、農業者団体等で

組織しております人・農地プラン検討会というものを設置しております。必要があ

ればですね、この中で検討ができるかとは思っております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 是非ですね、町長、執行部、町が描かれるもうかる農業

を基本とした将来設計に近づくためには、今の現状をどげん把握したらいいかんご

たる感じでアンケートを是非実施してほしいと思います。そのことは農業に限らず、

商工業に対してもできればです、できればお願いしたいところです。

それではですね、次の問題にいきます。町長は東京での物産会実施や将来福岡で

のアンテナショップを模索しておられますが、もっと地元での農作物の生産と販売

拡大、質の向上に力点を置くべきです。アンテナショップなどは質と量が安定した

後のことと思います。そのために町内のみならず、町近郊への地元産品の売場の拡

大と地域振興券を利用しての販売促進、またふるさと納税制度を利用しての地元産

品のＰＲと販売促進が今できることと考えますが、ふるさと納税制度ですね。地元

産品がどんどん町外に、納税された方へのお返しとして出て行くのであれば、５,

０００円の１万円とかにこだわらず、もっと割安感を付けて利用できるんではなか

ろうかと思います。消費者があそこの町に納税しようって思われるような割安感を
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出されるようなお考えはございませんか。特に、商品は農作物をどんどん送るとい

うことを命題として。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 幾つもの質問があったように思いますが、まず私がアンテナシ

ョップをということでですね、福岡市あたりを中心っていう考え方ですが、そのア

ンテナショップというのは将来の構想には入れておりますけれども、現在のところ、

やはり物産振興会とそういった組織を立ち上げて、本田議員が今おっしゃられたと

おり、町の農産物特産品がどうなのか。どれだけの生産があって、どういった販路

が必要なのか、そういったものをしっかりと考えながらですね、その物産振興会等

でつくり上げていきたい。そしてその後ですね、将来につながるっていうことであ

ればやっぱりアンテナショップもつくるっていうことですけども、まずはですね、

現在のそういった組織をつくってどこで販売するかっていうことです。これもです

ね、やっぱりそういったのも必要だと思います。ですから、今おさそいでですね、

あらおシティモールとかいろんなところからも来ております。ですからやっぱりそ

ういった南関町の農産物、特産品をですね、物産振興会あたりが中心となってそう

いったところでまず、そういったものを展開していきたいというふうに考えておる

ところでございます。

そしてですね、今ふるさと納税のお話がありましたが、それにつきましてはです

ね、もう十分今検討しておるところですけれども、明日のですね、田口議員の質問

でもそれが出てくるかと、関連するかと思いますが、やっぱりそのお金だけじゃな

くて南関町の農産物、特産品を出すっていうことはそれでＰＲになりますので、そ

ういったものをですね、しっかりどこまでできるのかっていうことで、現在総務課

のほうでもですね、そういったものを検討しておりますので、十分そういったもの

の把握をしてですね、出せるように、そしてそういったふるさと応援寄附金ってい

うことで進めていきたいと考えております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） ただいま町長がシティモールあたりのことも申されまし

たが、次の質問でございますが、町は盆地気候のためおいしい農作物ができます。

古くから近郊農業とＪＡの拠出で成り立ってきたと私なりに思っておりますが、町

内農家の現状に合わせ、小規模でも高齢者でもすべてが参加できる農業経営システ

ムを確立する目的で、町内や近郊の売場で安定的な質や量を確保するため、町内の

産物を町内でも近郊の売場でも質や量を確保できるために、生産管理や品質管理、

売行きをタイムリーにフィードバックする商品管理や価格管理、店舗展開へのマー

ケティング管理、荒廃地を含む農地管理などすべてを一元管理する部門が必要と思
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われます。町長一人ではとても難しかと思います。

それで、ある程度はですね、今言うたいろいろな管理の中でフィードバックして

市場調査するとかですね、ある程度のことはコンサルにお支払いするとそういった

専門の方がおられますのである程度はできると思いますが、まずそういった部門ば

ですね、第３セクターでＪＡの方たち、または経済課の中、何人かで、そしてあそ

こに何ば持って行ってくれっていうごたっとば、まあ第３セクターのごたる形がよ

かろうと思いますが、そういった思いはございませんか。つくろうとか思いません

か。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 議員のおっしゃる一元管理システム、これが整備できれば

すばらしいものになると思いますけれども、一つ一つを精査すると課題もかなり出

てくるのではないかと思っております。

また、議員がおっしゃるように行政だけでは難しいですので、ＪＡさんとかほか

の専門家の意見等をですね、聞きながら考えていかなければならないかと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 今度はもういっちょ違った意味で、違った視点からもう

一つ質問します。最後にそれが合わさっていきますから、ちょっと違った視点から

質問します。

売場拡大では、大規模道の駅を創設されてですね、地元に南関の産物を売られる

とこと連携する、そういったことをやれば大きく飛躍できるきっかけになると思い

ませんか。歴史的に見ても町は交通の要所で、現在もインターを利用して町内を通

り抜ける観光客や買い物客が大勢です。大きな売場が確保できれば農業経営一元管

理システムと合わせ、儲かる農業、そして農業の法人化や後継者の育成に大きく寄

与すると思われます。定住促進にも大きく寄与できると予測しますが、何か金の成

る木の農作物を模索しておられますが、もう少し地元で売場を提供してやればです

ね、どのような年代の方でも、腕力に自信のない方でも出しに来れるし、現金が入

ってくるし、そういったことのほうがと思いますがどうでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 道の駅建設につきましてですけれども、町内には現在６カ

所の野菜の直売所がございます。道の駅のような規模のところもございますけれど

も、現在そこに出荷されておられる農家につきましては、南関の農家の野菜だけで

は足りないということで、町外からかなりの農家が野菜を持って来ておられます。

大規模な道の駅の建設につきましては、費用対効果と今ある直売所への影響を十分

考えて検討していかなければならないと思っております。
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○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 今すぐできる話ではなかろうとは思いますがですね、米

が下落していく中で、先ほどから何べんも費用対効果っていう言葉が出ております

が、当然、米ばつくったって合わんっていうごたる土地がいっぱい、この中山間地

の南関の中で出てくると思います。それで、つくる作物が足らんならつくる場所は

いっぱい今から出てくると思います。それで併せて売場のほうも検討されてですね、

それが確立できて初めて福岡のアンテナショップとか、例えばインターネットでの

販売とかが可能になってくるのではないかと思いますが、私はそげん思います。あ

くまで金の成る木はないのでですね、急がば回れでこういったことのほうが、特に

平均のお歳が７０歳ぐらいの本町の農家さんにおいては、かなり現実的じゃなかろ

うかと。あくまで米がどんどんどんどん落ちていく、今から先のことば想定して申

し上げよるつもりですが、どうですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 本田議員、私が収益を上げるための農業をなんかすぐ作物をっ

ていう話のそういったしてるようにとらえておられますけど、ただそれは必要なも

のではあると思っております。

先ほど経済課長のほうから答弁しましたように、ナスとかですね、そういったも

のはかなり収益性が高いです。私初めて今年ですね、ナス部会とタケノコ部会にで

すね、参加させていただきまして、総会の中で詳しいお話うかがいましたけども、

その生産者の方、そしてＪＡがしっかりとつながっておられますし、そこにですね、

大阪とかですね、いろんなとこから市場からも説明に来られます。そういったです

ね、市場がその取り引きだけじゃなくて、どういった生産の仕方をしてくださいと

かですね、詳しいとこまで踏み込んでこられてですね、その竹林の管理とか、ナス

のいろんなつくり方についてもですね、市場の方から逆に教わるようなとこもあり

まして、ですからやはりその一元管理とかにつきましてもですね、私はＪＡを大い

にまだ活用するとこが必要だろうと思いますし、それに物産振興会あたりが入って

いければというふうに思っております。

その作物につきましても、やはり今言いましたとおりナスとかタケノコ。あのナ

スビもいいでしょうけど、万次郎カボチャとかもつくっておりますけども、薬草に

ついてもですね、私まだあきらめておりませんけれども、ちょっといろんな全量を

買取りっていうことであればなかなか取引先が厳しい状況ありますので、つい今週

もですね、またそういったものができないかっていうことで私は農業を本格的にや

られる方とともに、今、本田議員も言われたとおり７０を超えた高齢者の方がです

ね、少しの収入を得られるような農業っていうのもですね、私は南関町が今中心で
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やっております元気づくりシステムの高齢者の方がいつも寄られますが、そういっ

た方を活用した農業っていうのも考えておりまして、今回新たに赤トウガラシ、そ

れとなた豆を試作的につくろうということで、それも種あたりも全部配付で全量買

取りになります。ということで２７年度からですね、もう既に赤トウガラシを３０

アール、なた豆を３０アールつくろうということでいろんな方とお話しながらです

ね、もうその種をいただいて、これも試行的に取り組みをしております。まずはそ

ういった取り組みをしないとやっぱり進みませんので、自分たちが動いてみるって

いう、そしてその作物をつくることも試しながら南関町でできるかっていうことを

進めていきたいなと思っています。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） この前、土日で陶器・梅まつりが終わりました。私も地

元の地区でもちを販売されておりましたのでお手伝いに行って、１日１俵、２日間

で２俵完売しました。あの陶器・梅まつりに２日間で２万人が来られました。仕掛

けさえすればですね、そしてよか産物、今からもっと耕作地が出てくる可能性もあ

ります。農業法人となられた方々が作付ける田を、畑を求めてどんどん拡大してい

かれる可能性もあります。それで売場の確保っていうとも併せて必要ですので、必

要と思われます。私はそういうふうに思いますので、是非このことは併せて課題に

しておいてほしいと思います。答弁は要りません。

最後の質問です。先ほどから町内の役場で入札で事業をいただける方、そうする

と物品ば納入されとる方に対してはある程度極端な差を埋めてほしいとは私も思い

ませんが、今は特別な事情だろうと思います。円もこれだけ２割も下がって、材料

費が２割ぐらい高騰しとって、それにプラス消費税ですからやっぱり相当卸価格、

販売価格に転嫁できないところは相当な打撃を受けておられると思いますので、是

非町内業者さんたちが廃業されて町外へ流出されることのないよう、それからです

ね、将来ＴＰＰ加盟が成立すれば農業のみならず、町内のあらゆる事業所に影響が

及ぶ可能性もありますので、そこらへんも含めて今後はやっぱり後手後手ではなく、

攻める町政、先々を見通して攻める町政を希望して終わります。

○議長（酒見 喬君） 御苦労様でした。

以上で、１０番議員の一般質問は終了しました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 明日１２日は、午前１０時に本会議場に御参集ください。

本日は、これで散会します。起立、礼、御苦労様でした。

－－－－－－－○－－－－－－－
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散会 午後５時３８分


